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              紀美野町第１回定例会会議録 

              平成２２年３月５日（金曜日） 

 

○議事日程（第１号） 

 平成２２年３月５日（金）午前９時００分開議 

 第 １        会議録署名議員の指名について 

 第 ２        会期の決定について 

 第 ３        諸般の報告について 

 第 ４ 議案第 ３号 政治倫理の確立のための町長の資産等の公開に関する条例の一 

            部を改正する条例について 

 第 ５ 議案第 ４号 紀美野町長及び副町長の給与等条例の一部を改正する条例につ 

            いて 

 第 ６ 議案第 ５号 紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の一部を改正する条例 

            について 

 第 ７ 議案第 ６号 紀美野町職員給与条例の一部を改正する条例について 

 第 ８ 議案第 ７号 紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す 

            る条例について 

 第 ９ 議案第 ８号 紀美野町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

            について 

 第１０ 議案第 ９号 紀美野町手数料条例の一部を改正する条例について 

 第１１ 議案第１０号 紀美野町消防手数料条例の一部を改正する条例について 

 第１２ 議案第１１号 紀美野町乳幼児等医療費支給条例の一部を改正する条例につい 

            て 

 第１３ 議案第１２号 紀美野町国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例につい 

            て 

 第１４ 議案第１３号 紀美野町営住宅条例の一部を改正する条例について 

 第１５ 議案第１４号 紀美野町火災予防条例の一部を改正する条例について 

 第１６ 議案第１５号 紀美野町過疎地域自立促進計画の変更について 

 第１７ 議案第１６号 辺地総合整備計画の変更について 

 第１８ 議案第１７号 指定管理者の指定について（紀美野町美里温泉かじか荘） 
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 第１９ 議案第１８号 指定管理者の指定について（毛原オートキャンプ場） 

 第２０ 議案第１９号 公平委員会委員の選任の同意について 

 第２１ 議案第２０号 人権擁護委員の推薦について 

 第２２ 議案第２１号 平成２１年度紀美野町一般会計補正予算（第８号）について 

 第２３ 議案第２２号 平成２１年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 

            ３号）について 

 第２４ 議案第２３号 平成２１年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予 

            算（第３号）について 

 第２５ 議案第２４号 平成２１年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３ 

            号）について 

 第２６ 議案第２５号 平成２１年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第４  

            号）について 

 第２７ 議案第２６号 平成２１年度紀美野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第 

            ３号）について 

 第２８ 議案第２７号 平成２１年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計補 

            正予算（第５号）について 

 第２９ 議案第２８号 平成２１年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計補正予算（第 

            ４号）について 

 第３０ 議案第２９号 平成２１年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予算（第 

            ４号）について 

 第３１ 議案第３０号 平成２１年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第４号）につ 

            いて 

 第３２ 議案第３１号 平成２２年度紀美野町一般会計予算について 

 第３３ 議案第３２号 平成２２年度紀美野町国民健康保険事業特別会計予算について 

 第３４ 議案第３３号 平成２２年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計予算に 

            ついて 

 第３５ 議案第３４号 平成２２年度紀美野町老人保健事業特別会計予算について 

 第３６ 議案第３５号 平成２２年度紀美野町後期高齢者医療特別会計予算について 

 第３７ 議案第３６号 平成２２年度紀美野町介護保険事業特別会計予算について 

 第３８ 議案第３７号 平成２２年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計予 
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            算について 

 第３９ 議案第３８号 平成２２年度紀美野町農業集落排水事業特別会計予算について 

 第４０ 議案第３９号 平成２２年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計予算について 

 第４１ 議案第４０号 平成２２年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計予算について 

 第４２ 議案第４１号 平成２２年度紀美野町上水道事業会計予算について 

 

○会議に付した事件 

 日程第１から日程第４２まで 

 

○議員定数 １６名 

 

○出席議員        議席番号  氏  名 

               １番 田 代 哲 郎 君 

               ２番 小 椋 孝 一 君 

               ３番 北 道 勝 彦 君 

               ４番 新 谷 榮 治 君 

               ５番 向井中 洋 二 君 

               ６番 上 北 よしえ 君 

               ８番 伊 都 堅 仁 君 

               ９番 仲 尾 元 雄 君 

              １０番 前 村   勲 君 

              １１番 加 納 国 孝 君 

              １２番 松 尾 紘 紀 君 

              １３番 杉 野 米 三 君 

              １４番 鷲 谷 禎 三 君 

              １５番 美 濃 良 和 君 

              １６番 美 野 勝 男 君 

 

○欠席議員 

               ７番 西 口   優 君 
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○説明のため出席したもの 

             職   名    氏   名 

            町 長 寺 本 光 嘉 君 

            副 町 長 小 川 裕 康 君 

            教 育 長 岩 橋 成 充 君 

            消 防 長 七 良 浴 光 君 

            総 務 課 長 岡   省 三 君 

            企画管財課長 牛 居 秀 行 君 

            住 民 課 長 中 尾 隆 司 君 

            税 務 課 長 山 本 倉 造 君 

            産 業 課 長 増 谷 守 哉 君 

            建 設 課 長 山 本 広 幸 君 

            会 計 管 理 者 岡 本 卓 也 君 

            教 育 次 長 兼 

            総務学事課長 
溝 上 孝 和 君 

            生涯学習課長 新 田 千 世 君 

            保健福祉課長 井 上   章 君 

            水 道 課 長 三 宅 敏 和 君 

            地籍調査課長 温 井 秀 行 君 

            代 表 監 査 中 谷   一 君 

 

○欠席したもの 

             な  し 

 

○出席事務局職員 

 

            事 務 局 長 大 東 淳 悟 君 

            書 記 中 谷 典 代 君 
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 開 会 

○議長（美野勝男君）     

  それでは規定の定足数に達しておりますので、ただいまから平成２２年第１回紀美野

町議会定例会を開会します。 

（午前 ９時００分） 

 

○議長（美野勝男君）    これから本日の会議を開きます。 

  本日の日程はお手元に配付のとおりです。 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（美野勝男君）    日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定によって、２番、小椋孝一

君、３番、北道勝彦君を指名します。 

◎日程第２ 会期の決定について 

○議長（美野勝男君）    日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

  議会運営委員長から審査結果の報告を願います。 

  議会運営委員長、伊都堅仁君。 

（８番 伊都堅仁君 登壇） 

○８番（伊都堅仁君）    去る３月２日、議会運営委員会を開催いたしましたので、

その結果について報告いたします。 

  会期は本日から２６日までの２２日間とし、再開日は１２日、１６日、１８日、２３

日及び２６日と決定しました。 

  議事日程については、配付の議事予定日程表のとおりであります。 

  なお、平成２２年度一般会計予算の説明及び質疑を、歳入については全般、歳出につ

いては２款ずつに分割して行うことにいたします。 

  次に、一般質問の通告を３月８日、月曜日の午後３時までといたします。 

  次に、総務文教常任委員会を３月９日、午前９時３０分から、産業建設常任委員会を

３月１０日、午前９時３０分から開催したいと思います。 

  次に、全員協議会を、本日本会議終了後開催いたしたいと思います。 

  次に、議会運営委員会を３月１２日、本会議開会前に開催したいと思います。 

  次に、広報編集委員会を３月２３日、本会議終了後開催したいと思います。 



－６－ 

  なお、議事の進行上、日程を順次繰り延べる場合がありますので、よろしくお願いい

たします。 

  以上で報告を終わります。 

（８番 伊都堅仁君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    お諮りします。 

  本定例会の会期は、ただいま報告のとおり、本日から３月２６日までの２２日間とし

たいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって、本定例会の会期は、本日から３月２６日までの２２日間と決定しました。 

◎日程第 ３ 諸般の報告について 

○議長（美野勝男君）    日程第３、諸般の報告を行います。 

  監査委員から、例月出納検査結果に関する報告が提出されております。 

  お手元に配付のとおりであります。ご承諾願います。 

  本定例会に提出された案件は、お手元に配付のとおりです。 

  この際、町長から行政報告の申し出がありましたので、これを許します。 

  町長、寺本君。 

（町長 寺本光嘉君 登壇） 

○町長（寺本光嘉君）    開会に当たりまして、一言ごあいさつ並びに２期目の町政

をお預かりいたしました決意を申し上げさせていただきたいと思います。 

  本日、平成２２年紀美野町議会第１回定例会を招集いたしましたところ、議員各位を

はじめ関係の皆様方には何かとご多忙中ご出席を賜り、まことにありがとうございます。 

  去る１月３１日の紀美野町長選挙におきまして、皆様の絶大なご支援をいただき、再

選させていただきましたことにつきまして、心からお礼を申し上げる次第でございます。 

  私は今回の選挙に当たり、町内５２カ所で、町民の皆様方とひざを突き合わせた懇談

会を開催させていただき、たくさんの町民の皆様に、２期目にかける思いを聞いていた

だきました。これからの４年間は、町民の皆様とお約束をいたしましたことに全力で取

り組み、紀美野町を活気あるまち、夢のあるまちにしてまいる決意でございますので、

どうか議員の皆様のご協力とご支援を心からお願い申し上げる次第でございます。 
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  さて、昨年来の世界的な不況により、百年に一度と言われた経済不況に対し、政府か

ら相次いで経済対策が打ち出されており、本町といたしましても交付金を活用し、各種

事業を実施しているところでありますが、このほど新たに地域活性化、きめ細かな臨時

交付金が交付されることになり、本町におきましては約１億５,０００万円交付される

見込みであります。この交付金の趣旨は、地元の業者の受注に資するような、きめ細か

な小規模なインフラ整備を実施することで、地域の活性化を図るというものであり、こ

の交付金を活用し、野上中学校プール改修工事をはじめ、小中学校の設備整備や橋梁の

補強工事をはじめ、生活道路の整備、あるいは公共施設の整備や修繕といったインフラ

整備を実施するため、本定例議会に上程させていただきました平成２１年度補正予算、

それぞれの予算を盛り込んでいるところであります。 

  大変厳しい財政事情の中ではありますが、交付金を活用するなどして町活性化を図っ

てまいりたいと考えております。 

  次に新年度予算でありますが、公約の大きな柱であります小学生までの医療費無料化

を４月から中学生までに引き上げるとともに、現在の償還払いの制度をすべて委任払い

ができるようにし、保護者の方々の利便性を図るための予算を計上しております。 

  また、農業経営支援事業といたしまして、昨年に引き続き、農機具等の購入支援等を

行ってまいります。中小企業支援として実施している利子補給についても、上限額を０.

７％まで引き上げ、継続してまいります。 

  また、懸案でありました美里支所近くの国道から文化センターへの入り口に当たる町

道神野市場福田線の拡幅事業にも着手をいたします。 

  また、先般の臨時議会で可決いただきました紀の海広域ごみ処理施設組合への負担金、

また合併時に導入した電算システムが耐用年数を迎え、今年度に更新をするための予算

を計上しております。 

  また、昨年度に引き続き緊急雇用創出事業として、健康づくり緊急対策事業をはじめ、

１２の事業を実施いたします。 

  また、ふるさと雇用再生事業として、高齢者ふれあいサロン事業をはじめ５つの事業

を実施いたしますが、これらの事業により、合わせて７７名の雇用を生み出すことがで

きるものと考えております。 

  今期定例会に上程いたしました議案は、議案第３号から議案第４１号までの３９件で

あります。紀美野町条例の一部を改正する案件が１２件、紀美野町過疎地域自立促進計
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画の変更についての案件、辺地総合整備計画の変更についての案件、指定管理者の指定

についての案件が２件、公平委員の選任同意をいただく案件、人権擁護委員の推薦につ

いての案件、平成２１年度紀美野町一般会計及び特別会計の補正予算に関する案件が１

０件、平成２２年度紀美野町一般会計及び特別会計の当初予算に関する案件が１１件で

あります。 

  後ほど担当課長より詳しく説明を申し上げますので、十分ご審議の上、原案どおりご

可決をくださいますようお願いを申し上げまして、行政報告とさせていただきます。 

（町長 寺本光嘉君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    これで行政報告は終わりました。 

◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（美野勝男君）    次に、一般質問の通告は３月８日、月曜日、午後３時まで

に提出願います。 

  今期定例会までに受理した請願は、お手元に配付のとおりであります。 

  請願第１号は産業建設常任委員会へ、請願第２号は総務文教常任委員会へ付託しまし

たので報告します。 

  これで諸般の報告を終わります。 

◎日程第 ４ 議案第３号 政治倫理の確立のための町長の資産等の公開に関する条例の 

             一部を改正する条例について 

◎日程第 ５ 議案第４号 紀美野町長及び副町長の給与等条例の一部を改正する条例に 

             ついて 

◎日程第 ６ 議案第５号 紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の一部を改正する条 

             例について 

◎日程第 ７ 議案第６号 紀美野町職員給与条例の一部を改正する条例について 

◎日程第 ８ 議案第７号 紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正 

             する条例について 

◎日程 第９ 議案第８号 紀美野町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条 

             例について 

◎日程第１０ 議案第９号 紀美野町手数料条例の一部を改正する条例について 

○議長（美野勝男君）    日程第４、議案第３号、政治倫理の確立のための町長の資

産等の公開に関する条例の一部を改正する条例について、日程第５、議案第４号、紀美
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野町長及び副町長の給与等条例の一部を改正する条例について、日程第６、議案第５号、

紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の一部を改正する条例について、日程第７、議

案第６号、紀美野町職員給与条例の一部を改正する条例について、日程第８、議案第７

号、紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、日

程第９、議案第８号、紀美野町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて及び日程第１０、議案第９号、紀美野町手数料条例の一部を改正する条例につい

て、一括議題とします。 

  説明を願います。 

  総務課長、岡君。 

（総務課長 岡 省三君 登壇） 

○総務課長（岡 省三君）    それでは私の方から議案第３号から議案第９号まで説

明をさせていただきます。 

  議案第３号 政治倫理の確立のための町長の資産等の公開に関する条例の一部を改正

する条例について 

  政治倫理の確立のための町長の資産等の公開に関する条例の一部を次のとおり改正し

たいので、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めます。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由、証券取引法の改正及び郵政民営化に伴い、所要の規定の整備を行うもので

あります。 

  改正内容について、説明申し上げます。 

  改正内容につきましては、２ページに記載のとおりでございますので、後ほど参照い

ただきたいと思います。 

  議案第４号 紀美野町長及び副町長の給与等条例の一部を改正する条例について 

  紀美野町長及び副町長の給与等条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法

第９６条第１項の規定により議会の議決を求めます。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由は、町の財政事情を考慮して、町長及び副町長の給料月額を減額するもので

あります。改正内容につきましては、平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日ま

での間、町長が６７万円を６４万円に、副町長、５８万円とあるのを５６万円とするも

のであります。 
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  この条例は、平成２２年４月１日から施行するものでございます。 

  続きまして、５ページをご覧いただきたいと思います。 

  議案第５号 紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の一部を改正する条例について 

  紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自

治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めます。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由は、町の財政状況を考慮して教育長の給与月額を減額するものであります。 

  改正内容につきましては、平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの間、

教育長の給与額を５４万円とあるのを５３万円とするものでございます。 

  これについては４月１日から施行するものでございます。 

  続きまして、７ページをご覧いただきたいと思います。 

  議案第６号 紀美野町職員給与条例の一部を改正する条例について 

  紀美野町職員給与条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法９６条第１項

の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でありますが、紀美野町職員の標準的な職務の見直しを図るため及び国家公

務員の一般職の職員の給与に関する法律が改正されたことに準ずるものでございます。 

  条例の改正内容を説明させていただきます。 

  改正内容につきましては、８ページから９ページに記載させていただいておるのです

が、改正の主な内容としましては、長時間労働を抑制し、労働者の健康保持や仕事と生

活の調和を図ることを目的とした改正労働基準法が平成２２年４月１日から施行されま

す。それに伴い、国家公務員の給与法、勤務時間法が改正されました。今回の条例改正

につきましては、それらに準じた改正となります。 

  改正内容ですが、勤務手当の支給割合を引き上げ、１カ月６０時間を超える時間外労

働を行う場合、時間外労働の割り増し賃金率が引き上げられます。現行１００分の１２

５が、６０時間未満が１００分の１２５プラス６０時間を超えた部分について１００分

の１５０に改正されるものでございます。 

  続きまして、９ページをご覧いただきたいと思うんですが、級別職務分類表の見直し

であります。職員の職務は地方公務員法第２４条の給与、勤務時間、その他の勤務条件

の根本基準に基づいて、職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならな
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いと規定されており、当町においても、それに準じて運用されてきましたが、合併から

４年を経て、職務を等級の適合について見直す必要が生じたことと、平成２１年度のラ

スパイレス指数が８８.１と、県内においても低い職員の給与水準を底上げするための

方策として、従前は３級に管理職と一般職が混在する状況を条例別表第４表の級別職務

分担表を改正することにより、見直しを行いまして、一般職員の級の範囲を拡大するこ

とにより全職員の給与水準を底上げし、改善するとともに、改正に調整を行うものでご

ざいます。 

  また、５級、６級についても、今回職務の区分を見直し、級別職務分類表を適正なも

のとするために改正を行うものでございます。 

  続きまして、１１ページをご覧いただきたいと思います。 

  議案第７号 紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

  紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のとおり改正したいので、

地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めます。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案の理由ですが、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律が改正されたこと

に準ずるものでございます。 

  改正の条例内容でございますが、超過勤務手当の支給割合の引き上げ分の支給にかえ

て、勤務を要しない日または時間を指定する仕組みを導入します。１カ月６０時間を超

える時間外勤務に係る時間外勤務手当の支給率を引き上げるとともに、その引き上げ部

分について、１００分の１２５の割り増し賃金の支給にかえ、代替休の取得を選択する

ことにするものでございます。 

  以上が、１２ページに書かれている内容でございます。 

  続きまして、１３ページをご覧いただきたいと思います。 

  議案第８号 紀美野町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

  紀美野町職員の育児休業等に関する条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自

治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めます。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でありますが、国家公務員の育児休業等に関する法律及び一般職の職員の給

与に関する法律が改正されたことに準ずるものでございます。 
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 条例の主な改正内容について、説明いたします。 

  本条例につきましては、少子化対策の一環として、地方公務員法の育児休業等に関す

る法律が改正され、育児短時間勤務の創設、育児のための部分休業の対象年齢の引き上

げ、労働法改正による月６０時間を超える時間外勤務に係る超過勤務手当の支給割合の

引き上げ、勤務代休時間の新設、職員の育児短時間勤務に関し、必要な事項を定めると

ともに、職員の育児休業及び育児のための部分休業に関し、所要の改正を行うものであ

ります。 

  育児休業の関係では、改正後の第８条について、育児休業をした職員の職務復帰後に

おける号級の調整について定めているものであります。育児休業期間の２分の１を１０

０分の１００以下の換算率により勤務したものとみなし、号級の調整をするものでござ

います。 

  また、育児短時間勤務関係では、育児短時間勤務とは、小学校の始期に達するまでの

子の養育をするために常勤職員のまま幾つかある職務の勤務の形態から選択し、希望す

る日及び時間帯に勤務することができる制度、新たに９条から１８条まで規定を設け、

運用等について必要な事項を定めているものであります。 

  育児のための部分休業の改正については、法改正により部分休業の承認要件が緩和さ

れたことに伴い、改正後の第２０条において所要の改正を行っています。託児の対応、

通勤の状況等から、必要とされる時間についての限定された範囲のみが、子の養育をす

る必要が認められれば、取得可能となるものです。 

  また、今回の給与条例改正を受け、超過勤務手当の支給割合の引き上げ及び代替休の

新設、これにつきましては労働法改正により、月６０時間を超える時間外勤務に係る超

過勤務手当の支給割合の引き上げ、勤務代休時間の新設に関して条例整備を行うもので

ございます。 

  それにつけ加えまして、本町の条例について、未整備であった点を補足改正するもの

でございます。平成１９年８月、地方公務員の育児休業等に関する法律が改正されてお

るのですが、復職時の調整とか育児短時間勤務、育児のための部分休業等が改正された

わけでございますが、それらについても改正をするものでございます。 

  平成２０年１２月、勤務時間法の改正があったわけですが、１日の勤務時間、８時間

を７時間４５分へと、育児短時間勤務の勤務時間が変更されているものでございます。 

  以上、２１ページまで、育児休業関係の改正でございますので、内容について参照い
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ただきたいと思います。 

  次に、２３ページをご覧いただきたいと思います。 

  議案第９号 紀美野町手数料条例の一部を改正する条例について 

  紀美野町手数料条例を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第１項の規定

により議会の議決を求める。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由は、県から町への事務の権限移譲に伴い、当該事務の手数料を徴収するため

の条例の一部を改正するものでございます。 

  改正する条例についての説明が、２４ページから２８ページまで載っておるわけです

が、改正される条項につきましては、２６ページの２９でございますが、これにつきま

しての文言が変わるわけでございまして、２９と３０ですか、現在の表現では優良住宅

造成の認定と、こういうふうな文言であるのですが、それにつけ加えて租税特別法に基

づくと、こういうふうな文言をつけ加えるわけでございます。 

  ３０号につきましても、同じく租税特別措置法に基づく優良住宅新築の認定と、こう

いうふうに文言が変わるわけでございまして、その改正点でございます。 

  ２７ページをご覧いただきたいと思います。 

  ３１号、３２号、３３号、３４号、３５号、３６号、３７号でございますが、これに

つきましても文言のみが補足されるわけでございまして、現在は３１号では、張り紙と

いう表示しか載っておりません。３２号についても張り札と、こういうふうになってお

るわけでございます。３３号については、広告幕と、３４号については気球広告と、こ

ういうふうになっております。これにつけ加えまして、３１号については和歌山県屋外

広告物条例（昭和５９年和歌山県条例第１０号以下屋外広告条例という）の文言が入っ

てきまして、張り紙の認可及び確認と、こういうことになるわけでございます。 

  ３２号につきましても、はり札を屋外広告条例の規定によるはり札の認可または確認

と、こうなるわけでございます。 

  ３３号につきましても、広告幕と書いておるのにつけ加えて、今記載のとおりとなる

ものでございます。 

  ３４号についても、前の表記では気球広告と、こういうふうな文言しかなかったので

すが、屋外広告条例の規定による気球広告の認可または確認と、こういうことになって

おります。 
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  ３５号につきましても、電柱その他これに類するものに取りつける広告と、こうなっ

ておるのですが、屋外広告条例の規定によると、その認可または確認と、こういうこと

になるわけです。 

  ３６号につきましても、たて札やその他看板の類と、こういう表示しかなかったのだ

けども、屋内広告条例の規定によるそれの認可または確認と、こういうことになります。 

  ３７号についても同じように屋外広告条例の規定による認可または確認と、こういう

ものが改正点でございます。 

  それにつけ加えまして３９号から４６号までについては、表現と手数料の追加がされ

るわけでございます。 

  ３９号については採石法第３３条の規定に基づく許可の申請に対する審査ということ

で、１件につき５万２,０００円、以下同じようなことで、追加がされるわけでござい

ます。 

  以上、簡単ですが説明とさせていただきます。 

（総務課長 岡 省三君 降壇） 

◎日程第１１ 議案第１０号 紀美野町消防手数料条例の一部を改正する条例について 

○議長（美野勝男君）    日程第１１、議案第１０号、紀美野町消防手数料条例の一

部を改正する条例についてを議題とします。 

  説明を願います。 

  消防長、七良浴君。 

（消防長 七良浴光君 登壇） 

○消防長（七良浴光君）    ２９ページをお開き願いたいと思います。 

  議案第１０号 紀美野町消防手数料条例の一部を改正する条例について 

  紀美野町消防手数料条例を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第１項の

規定により、議会の議決を求める。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由といたしましては、和歌山県から権限移譲される事務のうち、手数料を徴収

する必要のあるものについて、その額を定めるものでございます。 

  紀美野町消防手数料条例の一部を改正する条例 

  紀美野町消防手数料条例の一部を次のように改正する。 

  第２条中「別表」を「別表第１及び別表第２」に改める。 
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  別表を別表第１とし、同表に次のように加えるということで、１０の火薬類取締法施

行令から４８ページの表の最後、３７、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に

関する法律まで新たに加えるものでございます。 

  次に、４８ページの別表第１の次に次の１表を加えるということで、別表第２、別表

第１に掲げる手数料以外の手数料として、火薬類取締法、高圧ガス保安法の追加をする

ものでございます。 

  改正理由でございます。提案理由でも申し上げましたとおり、平成２２年４月１日よ

り和歌山県から権限移譲される火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガスの確保

及び取引の適正化に関する法律に係る事務処理に伴い、市町村条例により手数料を徴収

することとなりましたので、紀美野町消防手数料条例の一部を改正するものでございま

す。 

  また、別表第２につきましては、火薬類取締法第５７条の３及び高圧ガス保安法第４

条の規定に基づき、国に対して承認を行う場合の手数料について定めたものでございま

す。 

  なお、この条例の施行につきましては、平成２２年４月１日から施行をするというこ

とでございます。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（消防長 七良浴光君 降壇） 

◎日程第１２ 議案第１１号 紀美野町乳幼児等医療費支給条例の一部を改正する条例に 

              ついて 

○議長（美野勝男君）    日程第１２、議案第１１号、紀美野町乳幼児等医療費支給

条例の一部を改正する条例について、議題とします。 

  説明を願います。 

  住民課長、中尾君。 

（住民課長 中尾隆司君 登壇） 

○住民課長（中尾隆司君）    ５１ページをお願いいたします。 

  議案第１１号 紀美野町乳幼児等医療費支給条例の一部を改正する条例について 

  紀美野町乳幼児等医療費支給条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第

９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 
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  提案理由といたしまして、支給対象者及び医療費の支給方法について拡張を図るもの

であります。 

  次のページの改正内容について説明させていただきます。 

  第１条の改正の関係でございます。昭和４８年からスタートしました乳幼児医療制度

が対象年齢の範囲を拡大しながら、平成１４年に乳幼児の範囲を小学校入学前までとい

たしました。その後、平成１９年４月から１２歳、中学校入学前までと改正され、今回

は１５歳、中学校卒業までと対象範囲を拡大するものであり、対象範囲が１５歳という

ことになりますので、名称を乳幼児等医療制度から子ども医療費制度に改めるものであ

ります。 

  題名中、第１条中及び第２条中の改正は、「乳幼児等」を「子ども」に改めるもので

あります。 

  第２条第１項１号を加え、３号とし、満１２歳から満１５歳に達する日以降の最初の

３月３１日までの者まで対象範囲を拡大するものであります。 

  同条の第２項につきましては、「保護者」について定めるものであります。 

  同じく第４項については、「保険給付」について定めるものであります。 

  同じく第６項につきましては、「医療機関等」について定めるものであります。 

  第３条の改正につきましては、対象者の範囲を定めるものであり、第１号から第３号

に該当する者は除かれるものであります。 

  第４条の改正につきましては「支給対象者」を「対象者」に改めるものであります。 

  第６条の改正につきましては、受給資格の登録でございますが、電算のプログラム改

正等ができておりませんので、委任払いの制度が今年４月からスタートできません。そ

のため「受給者証」を発行できませんので、当分の間、現在と同じく償還払いとするた

めのものであります。 

  第７条の改正につきましては「支給対象者」を「対象者」に、また「支給資格者が別

表に掲げる」を「受給者が和歌山県内」に改めるものであります。 

  同条の第２項の改正は「乳幼児等」を「子ども」に改めるものであります。 

  また、第８条の改正につきましては、「受給資格」を「受給者」に改めるものであり

ます。 

  続いて第２条として、紀美野町子ども医療費支給条例の一部を改正するものでありま

す。 
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  第２条第１項の改正につきましては、子どもの定義について改正するものであります。 

  第６条第１項の改正につきましては、償還払い制度から委任払い制度に移行するため、

受給資格の登録についての除外規定を外すものであります。 

  附則として、第１条につきましては平成２２年４月１日から、第２条につきましては

平成２２年１０月１日から施行となります。 

  経過措置といたしまして、改正後の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療費

に係る医療費支給について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の支給については、

なお従前の例によるものであるということであります。 

  以上、説明といたします。 

（住民課長 中尾隆司君 降壇） 

◎日程第１３ 議案第１２号 紀美野町国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例に 

              ついて 

○議長（美野勝男君）    日程第１３、議案第１２号、紀美野町国民健康保険診療所

条例の一部を改正する条例について、議題とします。 

  説明を願います。 

  住民課長、中尾君。 

（住民課長 中尾隆司君 登壇） 

○住民課長（中尾隆司君）    ５５ページをお願いいたします。 

  議案第１２号 紀美野町国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例について 

  紀美野町国民健康保険診療所条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第

９６条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由といたしまして、紀美野町国民健康保険診療所の所在地表示の錯誤による改

正を行うものであります。 

  次のページをお願いします。 

  紀美野町国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例 

  紀美野町国民健康保険診療所条例の一部を次のように改正する。 

  第２条の表、紀美野町国民健康保険小川診療所の項位置の欄中「２２番地」を「２３

番地」に改め、同表紀美野町国民健康保険長谷毛原診療所の項位置の欄中「２５４番地

４」を「２５４番地５」に改め、同表紀美野町国民健康保険細野診療所の項位置の欄中
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「２２１番地」を「２２１番地２」に改めるものであります。 

  附則として、この条例は公布の日から施行するということです。 

  町有財産の確認を行った際に所在地表示の錯誤が判明したためでございます。 

  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。 

（住民課長 中尾隆司君 降壇） 

◎日程第１４ 議案第１３号 紀美野町営住宅の一部を改正する条例について 

○議長（美野勝男君）    日程第１４、議案第１３号、紀美野町営住宅条例の一部を

改正する条例について、議題とします。 

  説明を願います。 

  企画管財課長、牛居君。 

（企画管財課長 牛居秀行君 登壇） 

○企画管財課長（牛居秀行君）    ５７ページをお願いいたします。 

  議案第１３号 紀美野町営住宅条例の一部を改正する条例について 

  紀美野町営住宅条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第１項

の規定により、議会の議決を求める。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございますが、老朽化いたしました町営住宅の解体に伴い、公営住宅法第

４４条第３項の規定に基づき、公営住宅を用途廃止するものでございます。 

  ５８ページをお願いいたします。 

  紀美野町営住宅条例の一部を改正する条例 

  紀美野町営住宅条例の一部を次のように改正する。 

  別表下佐々第２団地を削除する。 

  附則、この条例は公布の日から施行する。 

  以上、説明といたします。 

（企画管財課長 牛居秀行君 降壇） 

◎日程第１５ 議案第１４号 紀美野町火災予防条例の一部を改正する条例について 

○議長（美野勝男君）    日程第１５、議案第１４号、紀美野町火災予防条例の一部

を改正する条例について、議題とします。 

  説明を願います。 

  消防長、七良浴君。 
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（消防長 七良浴光君 登壇） 

○消防長（七良浴光君）    ５９ページをお開き願います。 

  議案第１４号 紀美野町火災予防条例の一部を改正する条例について 

  紀美野町火災予防条例を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第１項の規

定により議会の議決を求める。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由といたしましては、平成２０年１０月に発生した大阪市浪速区の個室ビデオ

店火災を踏まえ、個室型店舗における避難管理のため、外開き戸の自動閉鎖措置につい

て改正を行うものでございます。 

  次のページをお願いします。 

  紀美野町火災予防条例の一部を改正する条例 

  紀美野町火災予防条例の一部を次のように改正する。 

  第３７条の２の次に次の１条を加える。 

  個室型店舗の避難管理、第３７条の３、カラオケボックス、インターネットカフェ、

漫画喫茶、テレフォンクラブ、個室ビデオ、その他これらに類するものの遊興の用に供

する個室に設ける外開き戸のうち、避難通路に面するものにあっては、開放した場合に

おいて自動的に閉鎖するものとし、避難上有効に管理しなければならない。ただし、避

難の際に、その開放により当該避難通路において、避難上支障がないと認められるもの

にあっては、この限りでない。 

  附則、施行期日、この条例は平成２２年４月１日から施行する。 

  経過措置、この条例の施行の際、現に存する個室型店舗または現に新築、増築、改築、

移転、修繕もしくは模様がえの工事中の個室型店舗のうち、改正後の紀美野町火災予防

条例第３７条の３の規定に適合しないものに係る個室に設ける避難通路に面する戸の基

準については、同条の規定は平成２３年３月３１日までの間は適用しない。 

  改正理由につきましては、平成２２年１０月に発生した大阪市浪速区の個室ビデオ店

火災を踏まえ、個室型店舗における外開き戸の自動閉鎖措置について、防火安全対策を

推進する必要があることから、火災予防条例の一部の改正を行うものでございます。 

  なお、経過措置の後段、平成２３年３月３１日までの間は適用しないという経過措置

にしておりますのは、現実に個室型店舗が存在し、そのとびらが自閉式でないとびらを

設置している店舗については１年間の猶予をするという経過措置でございます。 



－２０－ 

  以上、説明とさせていただきます。 

（消防長 七良浴光君 降壇） 

◎日程第１６ 議案第１５号 紀美野町過疎地域自立促進計画の変更について 

◎日程第１７ 議案第１６号 辺地総合整備計画の変更について 

○議長（美野勝男君）    日程第１６、議案第１５号、紀美野町過疎地域自立促進計

画の変更について及び日程第１７、議案第１６号、辺地総合整備計画の変更について、

一括議題とします。 

  説明を願います。 

  企画管財課長、牛居君。 

（企画管財課長 牛居秀行君 登壇） 

○企画管財課長（牛居秀行君）    ６１ページをお願いをいたします。 

  議案第１５号 紀美野町過疎地域自立促進計画の変更について 

  紀美野町過疎地域自立促進計画の一部を次のとおり変更したいので、過疎地域自立促

進特別措置法第６条第６項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  紀美野町過疎地域自立促進計画において交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流

の促進の事業計画及び事業内容を変更するものでございます。 

  ６２ページをご覧ください。 

  紀美野町過疎地域自立促進計画の変更について 

  ２の交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進の（３）の計画の表に神野市

場福田線を新規追加するものでございます。 

  変更に係ります理由といたしましては、国道３７０号を起点に延長１００メートルが

未整備であり、沿線には小学校、文化センター、イベント広場などの施設があるため、

多くの人が通行します。イベント開催時等においては交差点付近で渋滞が発生し、車両

等の対向に苦慮している現状があり、防災対策を図るためや快適な生活を送ることの環

境づくりのために、安全で円滑な移動ができる道路を整備することとしたわけでござい

ます。 

  続きまして、６３ページをお願いいたします。 

  議案第１６号 辺地総合整備計画の変更について 
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  辺地総合整備計画を次のとおり変更したいので「辺地に係る公共的施設の総合整備の

ための財政上の特別措置等に関する法律」第３条第１項の規定により議会の議決を求め

る。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  辺地総合整備計画の変更を行いたいので、「辺地に係る公共的施設の総合整備のため

の財政上の特別措置等に関する法律」の規定により提案するものでございます。 

  ６４ページをご覧ください。 

  長谷毛原辺地の総合整備計画書でございます。 

  ３の公共的施設の整備計画の表に林道清水毛原線改良事業、林道毛原勝谷線改良事業

及び林道毛原下滝ノ川線改良事業の３事業を新規に追加するものでございます。 

  以上、辺地計画の変更に係る説明とさせていただきます。 

（企画管財課長 牛居秀行君 降壇） 

◎日程第１８ 議案第１７号 指定管理者の指定について（紀美野町美里温泉かじか荘） 

◎日程第１９ 議案第１８号 指定管理者の指定について（毛原オートキャンプ場） 

○議長（美野勝男君）    日程第１８、議案第１７号、指定管理者の指定について

（紀美野町美里温泉かじか荘）及び日程第１９、議案第１８号、指定管理者の指定につ

いて（毛原オートキャンプ場）を一括議題とします。 

  説明を願います。 

  企画管財課長、牛居君。 

（企画管財課長 牛居秀行君 登壇） 

○企画管財課長（牛居秀行君）    ６５ページをお願いいたします。 

  議案第１７号 指定管理者の指定について 

  紀美野町美里温泉かじか荘の指定管理者について、下記のとおり指定したいので、地

方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  指定管理者に管理を行わせる施設でございますが、所在地につきましては、和歌山県

海草郡紀美野町菅沢６番地外でございます。名称は紀美野町美里温泉かじか荘でござい

ます。 

  指定管理者に指定する団体でございますが、所在地につきましては海草郡紀美野町菅
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沢６番地外、名称につきましては財団法人紀美野町ふるさと公社でございます。 

  代表者は理事長、寺本光嘉でございます。 

  指定する期間でございますが、平成２２年４月１日から平成２４年３月３１日までと

なってございます。 

  続きまして、６６ページをお願いいたします。 

  議案第１８号 指定管理者の指定について 

  紀美野町毛原オートキャンプ場の指定管理者について、下記のとおり指定したいので、

地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  指定管理者に管理を行わせる施設でございますが、まず所在地につきましては、紀美

野町小西１８７番地外でございます。 

  名称につきましては、紀美野町毛原オートキャンプ場。 

  指定管理者に指定する団体でございますが、所在地につきましては和歌山県海草郡紀

美野町菅沢６番地外、名称につきましては財団法人紀美野町ふるさと公社でございます。 

  代表者につきましては理事長、寺本光嘉となってございます。 

  指定する期間でございますが、平成２２年４月１日から平成２４年３月３１日でござ

います。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（企画管財課長 牛居秀行君 降壇） 

◎日程第２０ 議案第１９号 公平委員会委員の選任の同意について 

◎日程第２１ 議案第２０号 人権擁護委員の推薦について 

○議長（美野勝男君）    日程第２０、議案第１９号、公平委員会委員の選任の同意

について及び日程第２１、議案第２０号、人権擁護委員の推薦について、一括議題とし

ます。 

  説明を願います。 

  町長、寺本君。 

（町長 寺本光嘉君 登壇） 

○町長（寺本光嘉君）    ６７ページをお願いします。 

  議案第１９号 公平委員会委員の選任の同意について 

  下記の者を紀美野町公平委員会委員に選任したいので、地方公務員法第９条の２第２



－２３－ 

項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  氏名は中尾公彦氏です。生年月日は昭和８年４月１４日生まれ、住所は紀美野町動木

２８番地です。 

  提案の理由につきましては、任期満了に伴います委員の選任を行うべき事由が生じた

ためでございますので、何とぞ原案どおりのご承認をいただきますよう、よろしくお願

いを申し上げます。 

  続きまして、６８ページをお願いします。 

  議案第２０号 人権擁護委員の推薦について 

  下記の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定

により議会の同意を求めるものでございます。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  氏名は東芝學、生年月日は昭和１７年６月１８日、住所は紀美野町小畑１４０番地４

です。 

  提案理由につきましては、人権擁護委員、東芝學氏が平成２２年６月３０日で任期満

了となりますので、再度、同氏の推薦を提案するものであります。 

  何とぞ原案どおりのご承認をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

  以上です。 

（町長 寺本光嘉君 降壇） 

◎日程第２２ 議案第２１号 平成２１年度紀美野町一般会計補正予算（第８号）につい 

              て 

○議長（美野勝男君）    日程第２２、議案第２１号、平成２１年度紀美野町一般会

計補正予算（第８号）について、議題とします。 

  説明を願います。 

  総務課長、岡君。 

（総務課長 岡 省三君 登壇） 

○総務課長（岡 省三君） 

   議案第２１号 平成２１年度紀美野町一般会計補正予算（第８号） 

  平成２１年度紀美野町の一般会計補正予算（第８号）は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 
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   第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億７,４１３万４,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７８億８,８５４万円とする。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費） 

   第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用する

ことができる経費は「第２表 繰越明許費」による。 

 （債務負担行為の補正） 

   第３条 債務負担行為の追加は「第３表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

   第４条 地方債の変更は「第４表 地方債補正」による。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ７８ページをお開きいただきたいと思います。 

  補正内容につきまして、重立ったものを説明させていただきます。 

  歳入でございますが、町税につきましては、町民税の法人は１６０万円の減額でござ

います。 

  市町村たばこ税については１,１６０万円の減額となります。 

  地方譲与税につきましても４００万円の減額補正でございます。 

  自動車取得税交付金についても１,５００万円の減額になります。これにつきまして

は、景気の動向によりまして減額をするものでございます。 

  １２款、分担金及び負担金では１５万円の増額補正でございます。特殊急傾斜地崩壊

対策事業の分担金でございます。 

  国庫支出金につきましては、民生費国庫負担金で１０２万８,０００円の増額でござ

います。被用者児童手当交付金でございます。非被用者児童手当負担金では４５万円の

減額、児童手当特例給付負担金については４万円の減額、被用者小学校修了前特例給付

負担金については４４万２,０００円の減額、非被用者小学校修了前特例給付負担金に

ついても２２万２,０００円の減額、国民健康保険基盤安定負担金についても４０万９,

０００円の減額となります。保育所運営費負担金につきましては８８万４,０００円の

増額となります。 

  国庫支出金でございます。 



－２５－ 

  国庫支出金の国庫補助金でございますが、１億９,０３３万９,０００円の増額補正と

なります。内容については、住宅・建物耐震改修事業補助金で２０万円の減額、地域活

性化・経済危機対策臨時交付金で１１２万２,０００円の減額、地方情報通信基盤整備

推進交付金で２８５万３,０００円の減額、地域活性化・公共投資臨時交付金で４,３６

９万５,０００円の増額となります。地域活性化・きめ細かな臨時交付金が、町長が冒

頭で申し上げましたとおり、１億５,０８１万９,０００円の新たな補正でございます。 

  民生費国庫補助金では３７１万９,０００円の増額補正でございます。 

  農林水産業費国庫補助金につきましては、２,７７５万円の増額補正でございます。

これは美しい森林づくり基盤整備交付金でございます。 

  土木費国庫補助金については６５０万円の増額補正でございます。これにつきまして

は地域活力基盤創造交付金でございます。 

  県支出金では、民生費県負担金で６３万１,０００円の減額でございます。内容につ

いては特に大きい減額は後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金で３３７万９,０００

円の減額補正となります。 

  県支出金でございますが、総務費県補助金で１５０万円の減額でございます。これは

きのくに木造住宅耐震化促進補助金の希望がなかったためでございます。 

  民生費県補助金では７万２,０００円の増額補正でございます。 

  続きまして、８１ページをご覧いただきたいと思います。 

  衛生費県補助金では３５７万円の減額でございます。 

  農林水産業費県補助金では２,１６８万２,０００円の増額補正でございます。機能回

復整備事業費の補助金でございます。 

  委託金でございますが、総務費委託金では４８万１,０００円の減額でございます。 

  繰入金でございますが、財政調整基金繰入金でございますが、１２４万７,０００円

の減額となります。 

  地上デジタル放送中継施設基金繰入金ですが、６１万円ということでございます。 

  諸収入で雑入でございますが、１１万２,０００円の増額となります。和歌山周辺広

域市町村圏協議会の廃止に伴う返還金でございます。 

  町債でございますが、民生債では７,５８０万円の減額となります。内容としまして

は、教育福祉施設等整備事業債で、新たに８,１２０万円の起債を起こしております。 

  過疎対策事業債では１億５,７００万円の減額となるものでございます。 



－２６－ 

  農林水産業債では１,７７０万円の増額補正となります。これは辺地対策債でござい

ます。 

  土木債では３３０万円の増額補正でございます。これは過疎対策事業債でございます。 

  災害復旧債ですが、１,７１０万円の増額となります。これは現年発生の単独災害復

旧事業債でございます。 

  以上が歳入でございます。 

  ８３ページをご覧いただきたいと思います。 

  歳出ですが、議会費では３２万円の減額でございます。以下につきましては人件費の

減額がずっと重立ったものでございますが、人事院勧告に伴う減額でございます。 

  総務費の一般管理費につきましては４９２万円の減額でございます。給料につきまし

ては、休職者が出たことによるものが特に大きいものでございます。 

  財産管理費につきましては４２９万６,０００円の増額補正でございます。これにつ

きましては、かじか荘の塗装塗替改修工事等の委託料で２９万６,０００円、塗装の改

修工事でございますが、４００万円の増額となっております。 

  企画費につきましては５７０万５,０００円の減額でございます。内容につきまして

は、工事請負費の１,１２１万５,０００円の減額が大きいものでございますが、地上デ

ジタル放送の難視聴対策の工事費で入札差額等が出てきたためでございます。それと、

携帯電話の基地局の伝送路等の工事のルート変更があったための減額が大きいものでご

ざいます。備品購入費等につきましては、携帯電話の鉄塔でございますが、これにつき

ましては備品購入費という科目に当てはまるということでございまして、携帯電話基地

局・伝送路建設工事、マイナス１,３２１万５,０００円からこちらの方へ変わっておる

ものでございます。 

  電子計算費では６９６万８,０００円の増額となっております。大きいものとしまし

ては、経済対策等によるノートパソコン等の購入をするものでございまして、６７５万

８,０００円となっております。 

  支所及び出張所費では２３０万円の減額となります。これにつきましては早期退職者

が出たということが大きいかと思いますが、それにつけ加え、人事院勧告等の施行によ

るものでございます。 

  自治振興費では２６万５,０００円の増額でございます。修繕については鎌滝の集会

所のクラックが出たための修復でございます。 



－２７－ 

  委託料で２００万円の減額は、コミュニティバスの運行委託料のルート変更と運行変

更によるものでございます。 

  続きまして、８５ページをご覧いただきたいと思います。 

  防災諸費では４９９万円の減額補正となります。主なものとしては、工事請負費で１

４０万円の減額でございますが、これは入札差額によるものでございます。 

  １９節、負担金補助及び交付金の減額でございますが、木造住宅の耐震改修補助金で

ございますが、これは希望者がなかったということで減額するものでございます。 

  次に徴税費にまいりまして、税務総務費で４１２万円の減額補正でございます。 

  戸籍住民基本台帳費で、住民基本台帳費でございますが、７７万２,０００円の減額

でございます。 

  指定統計費でございますが、４７万８,０００円の減額でございます。 

  民生費、社会福祉総務費では１８５万円の減額でございます。 

  国民年金事務費では６５万円の減額でございます。 

  続きまして次のページでございますが、老人福祉費では２２１万３,０００円の減額

でございます。特に扶助費で１００万円の減額となっております。 

  ひとり親家庭医療費では５３万円の増額でございます。 

  総合福祉センター管理運営費では６万３,０００円の増額補正でございます。 

  国民健康保険事業については３８１万４,０００円の増額でございます。国保事業会

計の繰出金でございます。 

  老人保健事業費では１６万６,０００円の減額でございます。 

  介護保険事業費では７１万円の増額となっております。 

  後期高齢者医療費では１,７２４万円の減額補正となっております。平成２０年度の

実績が精算されたために繰出金が減っているものでございます。 

  続きまして民生費の児童福祉総務費ですが、７００万１,０００円の増額となってお

ります。大きいものとしましては、委託料の電算システム改修委託料が３７１万９,０

００円となっております。これは国の方で１００パーセント補助されるものでございま

す。 

  広域保育委託料でございますが、３３７万２,０００円となっております。今年初め

て出てきたものでございますが、保育委託ということで、海南市へ６名と、紀の川市の

方で１名保育委託をするものでございます。 



－２８－ 

  児童手当費では１８７万円の減額でございます。 

  青少年対策費では１１万円の減額でございます。 

  保育所費では１億６７１万７,０００円の減額となっております。特に大きいものは

委託料の４７５万３,０００円の工事管理委託料でございます。それと工事請負費の９,

８７３万９,０００円でございますが、入札によりまして決定され、入札差額となった

ものでございます。 

  続きまして、子育て応援特別手当費では６万５,０００円の増額となっております。 

  衛生費へまいりまして、保健衛生総務費では５,６２０万５,０００円の増額となって

おります。大きなものは野上厚生病院の補助及び交付金でございますが、これは交付税

の算定によりまして増額となったものでございます。 

  続きまして環境衛生費ですが、７６万３,０００円の減額でございます。 

  診療所費では７００万円の減額でございます。これにつきましては国民健康保険診療

所事業特別会計繰出金があったものでございます。 

  続きまして清掃総務費でございますが、２０万円の減額でございます。 

  塵芥処理費ですが、１,２９４万１,０００円の増額補正となっておるものでございま

すが、まず大きなものとしましては、需用費として５００万円の減額となっておるので

すが、これにつきましては、ごみ袋を購入する予定になっておるわけなんですが、形を

変更する考えがございますので、発注数量を半分にしたためにこうなったものでござい

ます。 

  委託料でございますが、８１１万円の内訳としましては、ごみ処理場地下水水質検査

委託料ですが、２６３万８,０００円の減となっております。これも入札差額によるも

のでございます。粗大ごみ処理委託料が５００万円の減でございます。美里区域塵埃処

理場整備測量設計委託料も減となっております。 

  工事請負費では２,６６７万円の増額補正でございますが、美里区域塵埃処理場整備

工事に伴うものでございます。 

  し尿処理費では６０５万６,０００円の減額となります。これにつきましては、合併

処理浄化槽の設置補助金が減額となったものでございます。５０基の予算に対して３６

基の希望になったものでございます。 

  次に農林水産業費へまいりまして、農業委員会費では２８万円の減額でございます。

農業総務費では１４万円の増額補正でございます。 



－２９－ 

  続きまして、９１ページをお開きいただきたいと思います。 

  農業振興費では５２万５,０００円の増額でございます。 

  耕地総務費では２８万円の減額。 

  農道整備事業費では７万円の減額。 

  地籍調査事業費では１１５万円の減額となっております。 

  林業費でございますが、林業総務費では２８万１,０００円の減額となるものでござ

います。 

  林道整備事業費では９,９８４万７,０００円の増額となります。大きなものとしまし

ては、林道毛原下滝ノ川線の測量設計委託料で２１４万７,０００円、これは美しい森

林づくりの補助金でございます。林道毛原勝谷線測量設計委託料でございますが、２３

９万９,０００円の増となります。林道清水毛原測量設計委託料で３１７万４,０００円

の増額をお願いするものでございます。 

  工事請負費では８,６８９万円の増額補正でございますが、林道毛原下滝ノ川線改良

工事、林道毛原勝谷線改良工事、林道清水毛原線改良工事、林道毛原勝谷線道路拡幅工

事等でございます。 

  商工費では９０万円の増額補正をお願いするものです。のかみふれあい公園運営事業

特別会計繰出金でございます。 

  土木費では土木総務費で１０万円の減額でございます。 

  土木費の道路橋りょう維持費では、工事請負費で２,０４８万円の増額補正をお願い

するものでございます。町道の補修及び舗装生活関連工事でございます。これはきめ細

かな交付金事業等によるものでございます。 

  道路橋りょう新設改良費では８,８０５万５,０００円の増額補正をお願いするもので

ございます。大きなものとしましては、委託料及び工事請負費での増額補正でございま

す。特に町長申しましたとおり、文化センターの入り口付近の測量設計とか、柴目川・

長谷川改良事業測量設計委託料、これに伴う事業費等が載っております。 

  公有財産購入費としまして、５４２万７,０００円の増額をお願いするものでござい

ます。 

  次のページへまいりまして、９５ページでございます。 

  常備消防費では７７０万円の減額でございます。 

  非常備消防費では３４５万円の増額でございます。大きなものとしましては、工事請



－３０－ 

負費でございますが、第１５分団第１部消防格納庫のひさし設置工事でございます。こ

れにつきましては真国の分団です。第１４分団第１部消防格納庫新築工事でございます

が、３００万円となっておるのですが、これにつきましては毛原宮の分団でございます

けども、国よりレスキュー車の貸与をいただけることになりまして、それの車庫をつく

るものでございます。 

  教育費で事務局費は１７２万円の減額でございます。 

  教育諸費では４万円の増額です。 

  小学校の学校管理費ですが、２５８万円の増額補正をお願いするものでございます。

主なものとしましては修繕料、それから工事請負費等でございます。 

  中学校費でございますが、学校管理費で２,１９５万４,０００円の増額補正をお願い

するものでございます。特に大きいものは工事請負費でございますが、野上中学校のプ

ール改修工事に１,１６８万３,０００円、美里中学校校舎の屋上の防水工事に８０４万

６,０００円をお願いするものでございます。 

  社会教育費へまいりまして、社会教育総務費では４７万５,０００円の減額です。 

  生涯学習振興費では２８万４,０００円の減額です。 

  公民館費では１２９万２,０００円の増額補正です。 

  人権教育費では８万円の減額です。 

  みさと天文台管理運営費では１１４万円の増額補正でございます。主なものとしては

天文台の附帯設備補修工事等でございます。 

  セミナーハウス未来塾の管理運営費でございますが、２９万３,０００円の増額補正

をお願いするものでございます。 

  文化センター管理運営費では１７万円の減額でございます。 

  真国区民センター管理運営費では８万円の増額補正をお願いするものでございます。 

  保健体育費では保健体育総務費で３７万円の減額です。 

  体育施設管理運営費では１０万円の減額でございます。 

  災害復旧費の道路橋りょう災害復旧費でございますが、財源の振りかえでございます。 

  ９９ページ、災害復旧費でございますが、その他公共施設公用施設災害復旧費でござ

いますが、２,２００万円の補正をお願いするものでございます。これにつきましては

雨山水辺公園の災害復旧工事の費用でございます。施設内で災害で陥没が生じたためで

ございます。大きな穴があいておるのですが、その災害復旧に充てるものでございます。 
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  続きまして、７３ページをご覧いただきたいと思います。 

  繰越明許費の明細をずっと一覧表にしておるのですが、これはこのたびきめ細かな交

付金の財源とするものが補正されております。１億５,０００万円の財源でございます

が、これが主に新年度へ繰り越す事業でございます。参照いただきたいと思います。読

み上げは省略させていただきます。 

  続きまして第３表ですが、債務負担行為の補正でございまして、追加分でございます

が、損害賠償請求の義務付け住民訴訟請求事件に係る弁護委託料でございますが、期間

につきましては、平成２２年度から事件が完結する年度まででございます。限度額でご

ざいますが、損害賠償請求の義務付け住民訴訟請求における訴訟事件遂行に伴う報酬金

でございます。 

  次に「紀美野町美里温泉かじか荘」の指定管理委託料でございますが、これは平成２

２年度に２,０００万円と平成２３年度に２,０００万円の管理委託料を、債務負担をさ

せていただくものでございます。 

  第４表、地方債補正でございますが、これにつきましては限度額の補正でございまし

て、過疎対策事業債では１億５,３９０万円の減額をしまして、２億４,２８０万円の限

度額とするものでございます。 

  辺地対策事業債につきましては、１億７,６１６万円の増額をして、２億１,５４０万

円とするものでございます。 

  教育・福祉施設等整備事業債につきましては、８,１２０万円の増額をいたしまして、

１億５,６６０万円とするものでございます。 

  災害復旧事業債については、１,７１０万円を増額しまして、２,４６０万円とするも

のでございます。 

  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。 

（総務課長 岡 省三君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午前１０時３７分） 

 

 再 開 

○議長（美野勝男君）    休憩前に引き続き会議を再開します。 
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（午前１０時５０分） 

◎日程第２３ 議案第２２号 平成２１年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算 

              （第３号）について 

◎日程第２４ 議案第２３号 平成２１年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補 

              正予算（第３号）について 

◎日程第２５ 議案第２４号 平成２１年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算 

              （第３号）について 

○議長（美野勝男君）    日程第２３、議案第２２号、平成２１年度紀美野町国民健

康保険事業特別会計補正予算（第３号）について、日程第２４、議案第２３号、平成２

１年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第３号）について及び日程

第２５、議案第２４号、平成２１年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）について、一括議題とします。 

  説明を願います。 

  住民課長、中尾君。 

（住民課長 中尾隆司君 登壇） 

○住民課長（中尾隆司君）    それでは１００ページをお願いします。 

  議案第２２号 平成２１年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

  平成２１年度紀美野町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）は次に定める

ところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１,３６８万４,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億３,３３８万５,０００円

とする。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １０５ページをお願いします。 

  歳入でございます。 

  １款、国民健康保険税、１項、１目、一般被保険者国民健康保険税、補正額で８４１

万８,０００円の減額でございます。これにつきましては医療給付費分の現年分と後期
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高齢者支援分のそれぞれ１２月の調定見込額から減額を行うものであります。 

  ３款、国庫支出金、１項、２目、高額医療費共同事業負担金、１３８万５,０００円

の減額、これについても確定に伴う調整であります。 

  ３目、特定健康診査等負担金で１０４万８,０００円の減額であります。これにつき

ましても確定に伴う負担金の調整であります。 

  ２項、国庫補助金、１目、財政調整交付金で４,１０７万９,０００円の減額でござい

ます。これは普通調整交付金で４,２００万円の減額と特別調整交付金で９２万１,００

０円の増であります。 

  ６款、県支出金、１項、１目、高額医療費共同事業負担金で１３８万５,０００円の

減額であります。これにつきましては負担金の確定に伴う調整でございます。 

  ２目、特定健康診査等負担金で１０４万８,０００円の減額であります。これにつき

ましても負担金の確定に伴う調整でございます。 

  ７款、共同事業交付金、１項、１目、共同事業交付金で１,１８６万５,０００円の増

額でございます。これにつきましては共同事業交付金で、交付金の確定に伴うものが１,

４７３万６,０００円と保険財政共同安定化事業交付金の確定に伴うもので２８７万１,

０００円の減額でございます。 

  １０款、繰入金、１項、１目、一般会計繰入金で３８１万４,０００円の増でありま

す。これは保険基盤安定繰入金の確定に伴うものであります。 

  財政調整基金繰入金につきましては２,５００万円の増でございます。これにつきま

しても財政調整基金の繰入でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

  ２款、保険給付費、１項、１目、療養給付費で１,５００万円の増額でございます。

これにつきましては負担金補助及び交付金で、実績に伴う調整でございます。 

  ２款、２項、１目、療養給付費で３３０万３,０００円の減額でございます。これに

つきましても負担金、補助及び交付金で実績に伴う調整でございます。 

  ２款、４項、１目、一般被保険者高額療養費で、これにつきましては財源の変更でご

ざいます。 

  ７款、共同事業拠出金、１項、１目、高額医療費拠出金で５５３万８,０００円の減

額でございます。これにつきましても負担金、補助及び交付金で、拠出金の確定に伴う
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ものであります。 

  ３目、保険財政共同安定化事業拠出金で、１,５９６万４,０００円の減額につきまし

ても、負担金補助及び交付金で拠出金の確定に伴うものであります。 

  ８款、県事業費、１項、１目、特定健康診査等事業費で４８０万円の減であります。

これにつきましても特定健康診査等のデータ管理の委託料が、受診者等が少なかったと

いうことで減額でございます。 

  ９款、諸支出金、２項、１目、繰出金で９２万１,０００円、これにつきましては繰

出金として厚生病院へ１０万１,０００円と国保の直営診療所運営補助ということで、

繰出金ということで８２万円でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  議案第２３号 平成２１年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第 

         ３号） 

  平成２１年度紀美野町の国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第３号）は次に

定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８２８万円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１,１４２万１,０００円とする。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １１４ページをお願いします。 

  歳入でございます。 

  １款、診療収入、１項、１目、外来収入、補正額で２１０万円の減額であります。こ

れにつきましては、主なものは後期高齢者の診療収入が減少しているものによるもので

ございます。 

  ３款、繰入金、１項、１目、一般会計繰入金で７００万円の減であります。これにつ

きましては一般会計からの繰入金の減額でございます。 

  ２目、国民健康保険事業特別会計繰入金、８２万円の増で、これにつきましては調整

交付金の確定によるものでございます。 

  次のページをお願いします。 
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  歳出です。 

  １款、総務費、１項、１目、一般管理費で３７８万円の減額であります。主なものに

つきましては、職員手当の減額と備品購入費、公用車及び事務用備品、レセプトコンピ

ュータですけど、これの見積もり差額によるものでございます。 

  ２款、医業費、１項、１目、医療用機械機器費で１２０万円の減額であります。これ

につきましては在宅酸素の借上料につきまして、利用者の減によるものでございます。 

  ３目、医薬品衛生材料費で３００万円の減でございます。これにつきましても材料費

の実績に伴う減でございます。 

  ４目、検査費で３０万円の減であります。これは役務費の検査手数料の減でございま

す。 

  次のページをお願いします。 

  議案第２４号 平成２１年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

  平成２１年度紀美野町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は次に定めると

ころによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４７８万４,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億４,５３１万３,０００円とする。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １２１ページをお願いします。 

  歳入です。 

  ３款、繰入金、１項、繰入金、１目、一般会計繰入金で１,７２４万円の減額でござ

います。これにつきましては保険基盤安定繰入金で、４５０万５,０００円の減額とい

うことで、これは確定に伴うものであります。 

  ３節、療養給付費繰入金、１,２４５万５,０００円の減額につきましては、平成２０

年度の療養給付費の負担金の精算分でございます。 

  ４節、職員給与費繰入金、２８万円の減額につきましては、人事院勧告に伴う補正で

あります。 

  ４款、諸収入、２項、１目、雑入で１,２４５万６,０００円の増であります。これに
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つきましては雑入で、平成２０年度の療養給付費負担金の精算分でございます。 

  次のページをお願いします。 

  ３、歳出です。 

  １款、総務費、１項、１目、一般管理費、補正額で２８万円の減であります。これに

つきましては、職員手当等の人事院勧告に伴う補正でございます。 

  ２款、後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、１項、１目、後期高齢者医療

広域連合納付金で４５０万４,０００円の減でございます。これにつきましては、保険

基盤安定制度負担金の確定に伴うものであります。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（住民課長 中尾隆司君 降壇） 

◎日程第２６ 議案第２５号 平成２１年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第 

              ４号）について 

○議長（美野勝男君）    日程第２６、議案第２５号、平成２１年度紀美野町介護保

険事業特別会計補正予算（第４号）について、議題とします。 

  説明を願います。 

  保健福祉課長、井上君。 

（保健福祉課長 井上 章君 登壇） 

○保健福祉課長（井上 章君）    １２３ページをお願いいたします。 

  議案第２５号 平成２１年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

  平成２１年度紀美野町の介護保険事業特別会計補正予算（第４号）は次に定めるとこ

ろによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８１０万４,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億１,１７６万７,０００円とす

る。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １２８ページをお願いいたします。 

  まず、歳入でございます。 
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  ３款、国庫支出金、１項、１目、介護給付費負担金で８６万円の増額でございます。

これは給付費の伸びに伴うものでございます。 

  ３款、２項、１目、調整交付金で９９７万７,０００円の減額でございます。これは

調整交付金の確定によるものでございます。 

  ４款、支払基金交付金、１項、１目、介護給付費交付金では２６４万円の増額でござ

います。これも給付費の伸びに伴うものでございます。 

  ５款、県支出金、１項、１目、介護給付費負担金、２００万円の増額でございます。

これにつきましても給付費の伸びに伴うものでございます。 

  ６款、繰入金、１項、１目、介護給付費繰入金で１１０万円の増額でございます。こ

れも給付費の伸びに伴うものでございます。 

  ２目、地域支援事業繰入金（介護予防事業）ですが、１１万円の減額です。介護予防

事業に係る繰入金の減でございます。 

  ３目、地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）ですが、２８万円の減額で

す。これは職員給与費等繰入金の減でございます。 

  １枚めくっていただきまして、１２９ページをお願いいたします。 

  同じく６款、繰入金、２項、１目、介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金で３２万

円の減額でございます。これは事務に係る分の減額ということで、この金額については

平成２２年度で使わせていただく分でございます。 

  ９款、町債、１項、１目、財政安定化基金貸付金では１,２１７万７,０００円の増額

でございます。給付費の伸び、調整交付金の減額に伴うものを補てんするものでござい

ます。 

  １０款、財産収入、１項、１目、利子及び配当金については１万４,０００円の増額

です。これは介護従事者処遇改善特例基金の利子のものでございます。 

  １３０ページ、歳出でございます。 

  １款、総務費、１項、１目、一般管理費で６万５,０００円の減額でございます。こ

れについては消耗品の減です。 

  同じく１款、２項、１目、賦課徴収費では４５万５,０００円の減額です。職員手当、

あるいは印刷製本費の減でございます。 

  ２款、保険給付費、１項、１目、居宅介護サービス給付費で１,０００万円の減額で

ございます。居宅介護費の見込みの減によるものでございます。 
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  ３目、施設介護サービス費では１,８００万円の増額でございます。施設介護給付費

の見込みが上回るためでございます。 

  ４目、地域介護福祉用具購入費で５０万円の減です。これも見込み額の減によるもの

でございます。 

  ５目、居宅介護住宅改修費で１００万円の減、これについても居宅介護住宅改修費の

減によるものでございます。 

  １枚めくっていただきまして、１３１ページをお願いします。 

  ２款、保険給付費、２項、１目、介護予防サービス給付費で１２０万円の増でござい

ます。介護予防サービスの給付費の増に伴うものでございます。 

  ２目、介護予防福祉用具購入費、２０万円についても、福祉用具購入費の増に伴うも

のです。 

  ３目、介護予防住宅改修費で９０万円の増額でございます。これについても同じく住

宅改修費の増によるものでございます。 

  ３款、地域支援事業費、１項、２目、介護予防一般高齢者施策事業費で１１万円の減

でございます。これについては人件費の減ということでございます。 

  １３２ページをお願いします。 

  ３款、２項、３目、総合相談事業費で８万円の減でございます。これは人件費に伴う

ものです。 

  ５目、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費、２０万円の減、これにつきまし

ても人件費の減でございます。 

  ５款、１項、２目、保険料還付金、２０万円については保険料の払戻金でございます。 

  ５款、３項、１目、介護従事者処遇改善臨時特例基金費では１万４,０００円、これ

は利子分を積み立てるものでございます。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（保健福祉課長 井上 章君 降壇） 

◎日程第２７ 議案第２６号 平成２１年度紀美野町農業集落排水事業特別会計補正予算 

              （第３号）について 

○議長（美野勝男君）    日程第２７、議案第２６号、平成２１年度紀美野町農業集

落排水事業特別会計補正予算（第３号）について、議題とします。 

  説明を願います。 
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  建設課長、山本君。 

（建設課長 山本広幸君 登壇） 

○建設課長（山本広幸君）    １３３ページをお願いします。 

  議案第２６号 平成２１年度紀美野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

  平成２１年度紀美野町の農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）は次に定める

ところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８万円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ２,６１２万２,０００円とする。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １３８ページをお願いします。歳入です。 

  ３款、１項、１目、繰入金で、一般会計から８万円の減額をするものでございます。 

  続きまして、１３９ページをお願いします。 

  歳出です。 

  １款、総務費、１項、施設管理費、１目、一般管理費の職員手当を８万円減額補正で

ございます。これは１２月の人事院勧告による給料表の改定による減額でございます。 

  以上、簡単ですが、説明といたします。 

（建設課長 山本広幸君 降壇） 

◎日程第２８ 議案第２７号 平成２１年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会 

              計補正予算（第５号）について 

○議長（美野勝男君）    日程第２８、議案第２７号、平成２１年度紀美野町のかみ

ふれあい公園運営事業特別会計補正予算（第５号）について、議題とします。 

  説明を願います。 

  産業課長、増谷君。 

（産業課長 増谷守哉君 登壇） 

○産業課長（増谷守哉君）    それでは１４０ページをお願いします。 

  議案第２７号 平成２１年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計補正予算 

         （第５号） 
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  平成２１年度紀美野町ののかみふれあい公園運営事業特別会計補正予算（第５号）は

次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８５万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１億６５６万３,０００円とする。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費） 

   第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用する

ことができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  それでは１４６ページをお願いしたいと思います。 

  ２、歳入でございます。 

  ３款、１項、１目、財政調整基金繰入金でございます。補正額、５万円の減額でござ

います。この後の歳出補正額のうちの５万円の減額分を当繰入金において減額するもの

でございます。 

  ２項、１目、一般会計繰入金、補正額、９０万円の増額でございます。今回の歳出補

正額のうちの９０万円の増額分を当繰入金にて増額補正するものでございます。 

  １４７ページをお願いします。 

  ３、歳出です。 

  １款、１項、１目、一般管理費、補正額は８５万円の増額でございます。 

  内訳といたしましては、一般職の期末手当の５万円の減額並びに工事費、９０万円の

増額となってございます。工事費につきましては、財源を地域活性化きめ細かな臨時交

付金を活用いたしまして、当公園がオープン以来１０年を経過してございまして、園内

にある進入路、または駐車場、横断歩道等の区画線が磨耗し、確認がしにくくなってご

ざいます。このため、車、歩行者等の安全を図るため、区画線を引き直す工事となって

ございます。なお、工事に係る区画線の総延長は２,１６０メートルとなってございま

す。 

  次、１４３ページに戻っていただきたいと思います。 

  第２表、繰越明許費でございます。翌年度への繰越事業でございます。 
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  １款、１項、１目、一般管理費、駐車場区画線整備事業、９０万円でございます。 

  次に、のかみふれあい公園ステージ整備事業、１,０２８万３,０００円でございます。

合わせまして１,１１８万３,０００円でございます。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（産業課長 増谷守哉君 降壇） 

◎日程第２９ 議案第２８号 平成２１年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計補正予算 

              （第４号）について 

◎日程第３０ 議案第２９号 平成２１年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予算 

              （第４号）について 

◎日程第３１ 議案第３０号 平成２１年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第４号） 

              について 

○議長（美野勝男君）    日程第２９、議案第２８号、平成２１年度紀美野町野上簡

易水道事業特別会計補正予算（第４号）について、日程第３０、議案第２９号、平成２

１年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）について及び日程第３１、

議案第３０号、平成２１年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第４号）について、一

括議題とします。 

  説明を願います。 

  水道課長、三宅君。 

（水道課長 三宅敏和君 登壇） 

○水道課長（三宅敏和君）    １４８ページをお開き願います。 

  議案第２８号 平成２１年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計補正予算（第４号） 

  平成２１年度紀美野町の野上簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）は次に定める

ところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１６０万２,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９,０２３万４,０００円とする。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １５３ページをお開きいただきたいと思います。 
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  歳入でございます。 

  １款、使用料及び手数料、１目、水道使用料、１３９万９,０００円の減額につきま

しては、水道使用料の減によるものでございます。 

  ３款、繰入金、１目、一般会計繰入金、２０万３,０００円の減額につきましては、

１つは起債償還利子の減額に伴う交付税減額が３５万３,０００円及び地域活性化経済

危機対策臨時交付金事業費の増額、１５万円でございます。 

  次に歳出でございます。 

  １款、衛生費、１目、一般管理費、１４４万６,０００円の減額でございます。内訳

といたしましては、まず、３節の職員手当等８万円の減額につきましては、人事院勧告

に伴う職員給与の改定によるものでございます。 

  １１節、需用費、５６万６,０００円の減額につきましては電気代でございますが、

水道使用料の減に伴うものでございます。 

  １３節、委託料、８０万円の減額につきましては、水質検査委託業務の契約差額でご

ざいます。 

  続きまして２目、作業費、１３節、委託料、１２万６,０００円の減額につきまして

は、雑草等刈取委託料の契約差額でございます。 

  続きまして３目、施設整備費、１５万円の増額でございます。内訳は１５節、工事請

負費、３００万円の減額につきましては、次の１８節の備品購入費、３１５万円として、

科目変更をお願いするものでございます。 

  続きまして２款、公債費、１目、利子、２３節、償還金、利子及び割引料、１８万円

の減額につきましては、起債利子償還額確定に伴うものでございます。 

  次のページをお願いをいたします。 

  議案第２９号 平成２１年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予算（第４号） 

  平成２１年度紀美野町の美里簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）は次に定める

ところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１４１万４,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３,６０９万１,０００円とする。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １６１ページをお願いをいたします。 

  歳入でございます。 

  １款、使用料及び手数料、１目、水道使用料、８１万４,０００円の減額につきまし

ては、水道使用料の減によるものでございます。 

  ７款、町債、１目、簡易水道債、６０万円の減額につきましては、福田配水管敷設替

工事の契約差額によるものでございます。簡易水道事業債及び過疎対策事業債それぞれ

３０万円を減額するものでございます。 

  次に歳出でございます。 

  １款、衛生費、１目、一般管理費、８９万１,０００円の減額でございます。 

  ３節、職員手当等、４５万円の減額につきましては、人事院勧告に伴う給与の改定に

よるものでございます。 

  １３節、委託料、３３万円の減額につきましては、水質検査委託業務の契約差額でご

ざいます。 

  ２７節、公課費、１１万１,０００円の減額につきましては、水道使用料の減に伴う

消費税納付金の減額でございます。 

  続きまして２目、作業費、１５節、工事請負費、５２万３,０００円の減額につきま

しては、福田配水管敷設替工事の契約差額でございます。 

  少し戻っていただきまして、１５８ページをお願いをいたします。 

  第２表、地方債補正（変更）でございます。 

  これは先ほど説明をさせていただきましたとおり、福田配水管敷設替工事の契約差額

に伴いまして、過疎債並びに簡易水道事業債それぞれ３０万円を減額するものでござい

ます。起債の方法、利率、償還の方法については変更はございません。 

  続きまして、１６３ページをお願いをいたします。 

   議案第３０号 平成２１年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第４号） 

  第１条 平成２１年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第４号）は次に定めるとこ 

     ろによる。 

  第２条 平成２１年度紀美野町上水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支 

     出の予定額を次のとおり補正する。 

  まず、収入でございますが、第８款、水道事業収益につきましては、今回補正はござ
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いません。 

  続きまして、支出でございます。 

  第９款、水道事業費用につきましても、今回補正額はございません。 

  第３条 予算第６条中職員給与費「４,２２９万５,０００円」を「４,１２１万９,０ 

     ００円」に改める。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １６５ページをお願いをいたします。 

  収益的収入及び支出でございます。 

  まず、収入につきましては、８款、水道事業収益は変更はございません。 

  次に、支出でございますが、９款、水道事業費用、１項、営業費用につきましては、

変更はございませんが、内訳に変更がございます。 

  ここで１つ訂正をお願いをいたします。２目の原水及び浄水費となっておりますが、

１目に訂正願います。 

  まず、１目の原水及び浄水費、４１節の委託料、２０万６,０００円の減額でござい

ますが、これは水質検査委託業務の契約差額でございます。 

  次に２目、配水及び給水費、７５万７,０００円の増額につきましては、１節、給料、

２節、職員手当、５節、法定福利費、合わせて５２万５,０００円の減額につきまして

は、人事院勧告に伴う職員給与の改定に伴うものでございます。 

  ３１節、修繕費、１００万円並びに３５節、材料費、２８万２,０００円の増額につ

きましては、昨年１２月から漏水箇所が多発したためでございます。 

  ４目、業務及び総経費につきましては、先ほどと同様、１節、給料、２節、職員手当、

５節、法定福利費、合わせて５５万１,０００円の減額でございますが、人事院勧告に

伴う職員給与の改定に伴うものでございます。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（水道課長 三宅敏和君 降壇） 

◎日程第３２ 議案第３１号 平成２２年度紀美野町一般会計予算について 

○議長（美野勝男君）    日程第３２、議案第３１号、平成２２年度紀美野町一般会

計予算について、議題とします。 

  説明の際には、ページ数を言ってから説明を願いたいと思います。 

  それでは歳入全般について、説明を願います。 
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  総務課長、岡君。 

（総務課長 岡 省三君 登壇） 

○総務課長（岡 省三君）    それでは１ページをお開きいただきたいと思います。 

  議案第３１号 平成２２年度紀美野町一般会計予算 

  平成２２年度紀美野町の一般会計の予算は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

   第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ６６億４,２００万円と定める。 

    ２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

 （地方債） 

   第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方

債」による。 

 （一時借入金） 

   第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は１０億円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

   第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

    （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた

場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １０ページをお開きいただきたいと思います。 

  歳入でございます。 

  １款、町税、１目、個人でございますが、前年度に比べまして２,１００万円の減と

なっております。 

  法人では前年度に比べ３０７万円の減となっております。 

  固定資産税でございますが、前年度に比べまして３３万１,０００円の増となってお

ります。 

  国有資産等所在市町村交付金及び納付金につきましては、前年度に比べ１万１,００



－４６－ 

０円の減となっております。 

  町税の軽自動車税でございますが、１４万８,０００円の減となっております。 

  町税の市町村たばこ税でございますが、１,６８０万円の減となっております。これ

につきましては、売り上げの本数が減となっておるものでございます。 

  入湯税も３５万３,０００円の減額となっております。 

  地方譲与税でございますが、６５５万４,０００円の増となっておるんですが、これ

につきましては地方道路税として課税せず、揮発油税として課税されているためでござ

います。下のほうから移っておるものでございます。 

  地方譲与税の自動車重量譲与税では、前年度に比べまして１,１７９万８,０００円の

減となっております。 

  地方譲与税については先ほど申したとおり、これが上のほうに移っているためでござ

います。 

  続きまして、１２ページでございます。 

  利子割交付金でございますが、前年どおり計上しております。 

  配当割交付金は３９万７,０００円の減としております。 

  株式等譲渡所得割交付金は、前年どおり計上しております。 

  地方消費税交付金につきましては、１２６万７,０００円の減としております。これ

は平成２１年度の収入見込みにより計上しているものでございます。 

  ゴルフ場利用税交付金につきましては、２００万円の減としております。これにつき

ましても平成２１年度の実績見込みから割り出しておるものでございます。 

  自動車取得税交付金につきましても、１,６２１万４,０００円の減としております。

これにつきましても実績から計上しておるものでございます。 

  地方特例交付金でございますが、７００万円の増となっておるものでございますが、

これにつきましては児童手当及び子ども手当特例交付金の減収補てんによるものでござ

います。 

  地方特例交付金の特別交付金ですが、５０万円の減となっております。これは廃目の

整理のために載せております。 

  地方交付税ですが、昨年並で計上させていただいております。 

  交通安全対策特別交付金でございますが、これも前年どおりとさせていただいており

ます。 
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  １４ページを見ていただきたいと思います。 

  農林水産業費分担金でございますが、１０５万６,０００円の増としております。こ

れにつきましては、右に説明をさせていただいているとおりでございます。 

  分担金及び負担金につきましては、総務費負担金につきましては３万円の増となって

おります。 

  民生費負担金につきましては、１１３万９,０００円の減となっております。これに

つきましては児童福祉費の負担金ということでございまして、２,８１５万７,０００円

の増でございます。 

  使用料及び手数料でございますが、総務使用料ですが、前年どおりでございます。 

  民生使用料については、１３万４,０００円の減額でございます。 

  農林水産業使用料については、前年どおりでございます。 

  土木使用料につきましては、１４万７,０００円の減でございます。 

  教育使用料につきましては、３３万９,０００円の減となっております。 

  使用料及び手数料につきましては、総務手数料で１８万９,０００円の減となってお

ります。 

  衛生手数料については、４７万６,０００円の増となっております。 

  次のページをご覧いただきたいと思います。 

  農林水産業手数料ですが、３,０００円の減です。 

  土木手数料については５１７万１,０００円の増となっております。これにつきまし

ては、屋外広告許可手数料とか建設残土処理手数料が主なものでございます。 

  消防手数料については前年どおりです。 

  国庫支出金の民生費国庫負担金ですが、５,６３３万３,０００円の増となっておりま

す。特に増額となっているのは、子ども手当等の国庫負担金等でございます。 

  国庫支出金につきましては、総務費国庫補助金で５９万８,０００円の増です。 

  民生費国庫補助金では２６万５,０００円の増です。 

  衛生費国庫補助金では８６万３,０００円の増です。 

  農林水産業費国庫補助金では２７万８,０００円の増でございます。 

  土木費国庫補助金については５,６００万円の減となっております。これにつきまし

ては平中通り２号線、それから福田松瀬線、谷線、神野市場福田線等で地域活力基盤創

造交付金等で減となるものでございます。 
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  教育費国庫補助金ですが、１６３万８,０００円の減となっております。 

  続きまして、次のページをご覧いただきたいと思います。 

  １８ページ、国庫委託金ですが、９１万２,０００円の減となっております。 

  民生費国庫委託金は３９万７,０００円の減となっております。 

  民生費県負担金でございますが、２６万５,０００円の減となっております。 

  農林水産業費県負担金では、４６１万３,０００円の増となっております。 

  県支出金へまいりまして、総務費県補助金では１５６万円の増となっております。 

  民生費県補助金でございますが、５８５万２,０００円の増となっております。特に

障害者自立支援特別対策事業補助金で２００万円ほど増となっております。 

  老人福祉補助金については、次のページに載ってます。２０ページでございますが、

高齢者ふれあい事業とか要援護高齢者を見守る事業等が増額となっております。 

  児童福祉補助金は余り変わりございません。 

  衛生費県補助金ですが、１,２８７万５,０００円の増となっております。これについ

ては新たにがん検診推進事業費補助金、緊急雇用創出事業臨時特別基金補助金（健康づ

くり）ですが、これが出てきております。 

  新型インフルエンザの接種補助金につきましても、新しく出ております。 

  農林水産業費県補助金でございますが、１,３４７万１,０００円の増となっておりま

す。これにつきましては緊急雇用創出事業臨時特別交付金補助金が減となっておるので

すが、ふるさと雇用再生特別基金補助金、３６１万７,０００円がふえております。 

  ２１ページの上のほうでございますが、機械化林業推進事業補助金、９０９万円とい

うものが新たに出ておりまして、これは森林組合へ受けて支出するものでございます。 

  ３節、水産業費補助金でございますが、これは緊急雇用創出事業臨時特別基金補助金

でございます。貴志川漁協へいくものでございます。 

  商工費県補助金ですが、３１６万３,０００円の減となっております。生石高原のす

すきの保全ツアーガイド等の補助金でございます。 

  土木費県補助金では２３５万２,０００円の減となっております。 

  教育費県補助金では６３８万５,０００円の増となっております。これにつきまして

は緊急雇用創出事業特別基金補助金でございます。みさと天文台の周辺等の整備に用い

るものでございます。 

  県支出金の総務費県委託金で、１,９８８万５,０００円の増となっております。これ
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につきましては県議会議員選挙の交付金が大きいのと、県知事選挙の交付金があるため

でございます。 

  教育費県委託金でございますが、これは前年どおりでございます。 

  続きまして、２２ページをご覧いただきたいと思います。 

  財産貸付収入については、２６万８,０００円の増でございます。 

  利子及び配当金につきましては、１３１万３,０００円の増となっております。 

  財産収入の売払収入でございますが、これは変わらずでございます。 

  寄附金につきましては、これも変わっておりません。 

  繰入金でございますが、財産調整基金繰入金で７,２９１万２,０００円の増となって

おります。財政基金の繰入金でございます。 

  河川浄化推進事業基金繰入金は前年どおりでございます。 

  水産業振興基金繰入金は１３０万円の減としております。前年度より貴志川漁協へい

く分が減額となっているものでございます。 

  地上デジタル放送中継施設基金繰入金ですが、これは２５４万４,０００円増となっ

ております。維持管理費に充てるものでございます。 

  合併振興基金繰入金は、昨年より１億円増となっております。これの基金につきまし

ては、町民の連携強化及び地域振興を図るための財源に充てるためのものでございます。 

  次のページをご覧いただきたいと思います。 

  繰越金については前年と同額を計上しております。 

  諸収入につきましては４万円の増としております。 

  諸収入の町預金利息ですが、これは３０万円の増となっております。 

  雑入でございますが、１,６０７万６,０００円の増となっております。 

  町債でございますが、総務債では６５０万円の増となっております。これは学校振興

基金の事業債でございます。 

  衛生債では３,６７０万円の増となっております。これにつきましては、野上塵埃処

理場整備工事に１,９００万円、それから美里塵埃処理場に１,７７０万円の起債を充て

るものでございます。 

  農林水産業債については５,８００万円の増となっております。これは合併特例債の

ほうで小規模土地改良事業で９９０万円と辺地対策事業債では山畑農免で５,７３０万

円、毛原下滝ノ川線で１,９２０万円、段子峰の農道では２,０５０万円となっておりま
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す。 

  土木債につきましては、辺地対策事業債で６,５５０万円で、前年に比べて３,４２０

万円減っておりますが、これにつきましては谷線で１,０５０万円、動木志賀野線で２,

５００万円、東福井牧場線で３,０００万円となっております。 

  過疎対策事業債でございますが、１億５５０万円となっておりまして、平中通り線で

１,７５０万円、福田松瀬線で１,７５０万円、柴目七山線バイパスで３,０００万円、

市場福田線で１,０５０万円、長谷動木線で３,０００万円となっております。 

  一般単独事業債では３,０００万円ということで、自然災害の防止事業債で柴目川・

長谷川災害復旧債でございます。 

  消防費では３５０万円の増となっておるようですが、過疎対策事業債でございまして、

小型動力ポンプ積載車、１台３５０万円とポンプ２台、３００万円でございます。 

  臨時財政対策債では、前年同様計上させていただいております。 

  以上が歳入全般の予算でございます。 

（総務課長 岡 省三君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午前１１時５０分） 

 

 再 開 

○議長（美野勝男君）    休憩前に引き続き会議を再開します。 

（午後 １時３０分） 

○議長（美野勝男君）    次に、歳出第１款から第２款について、説明を願います。 

  総務課長、岡君。 

（総務課長 岡 省三君 登壇） 

○総務課長（岡 省三君）    それでは２７ページをご覧いただきたいと思います。 

  ちょっと訂正をお願いしたいわけなんですが、予算の説明資料がございますが、その

説明資料の６０ページをご覧いただきたいと思います。 

  衛生費の清掃費の修繕料と書いておるところがあるかと思うんですが、１６０万円と

なっておるのですけれども、その説明でございますが、作業機械と修繕費、５０万円と

なっているのですが、これは４０万円の間違いでございますので、訂正をお願いしたい
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と思います。済みませんが、よろしくお願いします。 

  それでは、歳出の予算説明をさせていただきたいと思います。 

  ２７ページをご覧いただきたいと思います。予算の積算につきましては説明資料を参

照いただきたいわけなんですが、またよろしくお願いします。 

  議会費でございますが、本年度予算につきましては、８,８６２万１,０００円となっ

ております。前年に比べまして６５７万８,０００円の減となっております。これは職

員１名が異動により減となっておるもので、それに伴う給料等が減額となっております。

給料、職員手当というもので減でございます。それから人事院勧告による人件費という

んですか、給料、職員手当等も減っております。共済費等についてはふえておるのです

が、減りのほうが大きいので、そのようになっております。 

  ２款、総務費でございますが、一般管理費では３億７９６万円が本年度予算でござい

ます。前年度に比べまして１,６８７万７,０００円の減となっております。これにつき

ましても職員が５人減っております。そういう関係で金額の減が大きくございます。 

  給料では１,８２９万４,０００円の減となっております。 

  職員手当については、１,５１０万９,０００円の減となっております。 

  共済費等については、３０６万３,０００円の増となっております。 

  昨年度は賃金は計上してなかったのですが、７の賃金で２６９万円を計上しておりま

す。これは町職員全体の臨時雇用という形で計上しております。 

  ほかの面では特に大きい減はないのですが、需用費で６６万７,０００円の減となっ

ております。それぞれの項目について、少額でありますが、減額をしておる状況でござ

います。 

  役務費につきましても１２万６,０００円の減額となっております。 

  委託料では３８万６,０００円の増額をしております。これにつきましては、非常用

自家発電設備点検委託料が増額となっております。それに男女共同参画計画アンケート

調査の委託料、１５万円も計上しておるわけでございます。 

  ３１ページの負担金、補助及び交付金では、少額ではあるのですが、退職手当等の負

担金、非常勤公務災害補償組合の負担金等も増額となっております。 

  次に、文書広報費では２５７万３,０００円の本年度予算となっております。これに

ついては１２万９,０００円の減となっております。印刷製本費等の減でございます。 

  ５目、企画費でございますが、給料等については、前年度に比べて１名の増となって
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おりますので、給料が増となっております。 

  その他の説明については、企画管財課長のほうからご説明をいたします。 

  続きまして３４ページですが、電子計算費でございます。本年度予算額は１億６,６

４３万４,０００円となっております。これにつきましては１億３,４０１万５,０００

円の増となっておるわけでございますが、町長が冒頭で申し上げたとおり、役場内の電

算システムの耐用年数が経過いたしましたので、これに伴う改修委託料が主なものでご

ざいます。基幹部分の改良で９,１３４万３,０００円、情報系のもので３,０７４万９,

０００円が必要となります。 

  ３５ページの工事請負費の１５７万５,０００円でございますが、これは毛原集会所

前の光ケーブルの移設工事に伴うものでございます。 

  備品購入費で２,３０１万１,０００円となっておるのは、プリンターを３台、パソコ

ンを４６台買う予定で計上しております。 

  支所及び出張所費でございますが、これにつきましても職員が前年度に比べまして２

名の減となっておるもので、２,９４１万９,０００円でございますが、前年度に比べて

１,２９４万１,０００円の減となっておるものでございます。 

  その他、大きな増減はございません。 

  続きまして、３７ページの公平委員会費でございますが、１５万７,０００円として

おります。それにつきましては、前年度に比べ２万８,０００円の減ということで微増

でございます。 

  自治振興費でございますが、５,４３９万３,０００円となっておりまして、前年度よ

り４４９万４,０００円の減となっております。これにつきましては、３８ページにご

ざいます委託料等でございますが、コミュニティバスの運行委託料につきまして、多少

の減がございます。運行等の見直しによるものでございます。 

  １０目、交通安全対策費でございますが、７０６万２,０００円となっております。

これにつきましては前年度と余り変わっておりません。 

  １１目、諸費でございますが、１１４万１,０００円となっております。１万８,００

０円の減でございます。これにつきましても昨年度と余り変わっておりません。 

  防災諸費でございますが、３,７２３万４,０００円となっております。これにつきま

しても職員の増減はないのですが、特に大きな変わりはございません。 

  ４１ページに載っております１９節、負担金、補助及び交付金でございますが、この
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中で新たに紀の川合同水防演習負担金、１５万円というのがあるのですが、これが新た

に載っておるわけでございまして、今年６月ぐらいでしたか、紀の川流域の市町村が寄

って合同水防演習をするための負担金でございます。 

  ４５ページを見ていただきたいと思います。 

  選挙管理委員会費でございます。本年度の予算額は１３７万７,０００円となってお

ります。９４万５,０００円の減となっております。特に大きな増減はございません。 

  それから今年新たにあります和歌山県議会議員選挙費を計上させていただいておりま

す。５６０万円でございます。 

  次のページを見ていただきまして、参議院議員通常選挙費、１,２００万円を今年計

上させていただいております。 

  ４７ページに載っております和歌山県知事選挙費として１,２００万円、計上させて

いただいております。 

  選挙費については、そういうところでございます。 

  次に４９ページの監査委員費でございますが、２９万７,０００円を計上させていた

だいておりますが、これも余り変わっておりません。 

  総務課関係の説明は以上でございます。 

（総務課長 岡 省三君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    企画管財課長、牛居君。 

（企画管財課長 牛居秀行君 登壇） 

○企画管財課長（牛居秀行君）    それでは企画管財課から、２款、総務費、１目、

一般管理費、４目、財産管理費、５目、企画費、１１目、諸費及び２款、５項、統計調

査費について、総務課と少しダブるところがございますけれども、主な予算内容につい

て説明を申し上げます。 

  まず３０ページをご覧ください。 

  ２款、１項、１目、一般管理費の中の１１節、需用費で消耗品費、２４４万円が計上

されておりますが、この中にはコピー用紙購入費として４８万円、一般事務費及び消耗

機材費として８６万円、計１３４万円が本庁舎内で使用する消耗品として含まれており

ます。 

  また、燃料費、１５１万３,０００円の中には、庁舎の暖房用として重油代、９４万

５,０００円が含まれてございます。その２行下の印刷製本費でございますが、業務に
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使用する印刷、コピー代と町の指定封筒３万枚を印刷する費用でございます。 

  電気料、水道料につきましては、本庁舎の光熱水費でございまして、それぞれ５７万

６,０００円と３６万円を計上させていただいております。 

  その下の修繕費、４０万円のうち、２５万円が庁舎備品の修繕取りかえ費用となって

ございます。 

  １２節、役務費で、電話代として１０８万円を計上しておりますが、これは庁舎内の

１２１台分の電話代でございます。 

  ３行下の浄化槽法定検査手数料の６万３,０００円につきましては、庁舎浄化槽の１

１条検査及び５項目検査手数料でございます。 

  １３節、委託料で説明事項の一番上の浄化槽維持管理委託料から９行目のエレベータ

保守点検委託料までの委託料と、次のページ上から３行目の非常用自家発電設備点検委

託料につきましては、本庁舎の維持管理に関します委託料でございます。 

  ３１ページをお願いします。 

  １４節、使用料及び賃借料のうち、説明欄の上から２行目のテレビ聴取料、４万５,

０００円につきましては、庁舎内の６台分を計上させていただいております。 

  また、５行目、６行目の電話交換リース料及び清掃用具借上料並びに次の行の借地料

も本庁舎に関する費用でございますが、借地料の３５０万２,０００円の内訳につきま

しては、本庁舎借地料、２９０万５,００３円と、本庁舎の駐車料金として５９万６,５

４２円でございます。 

  続きまして、３２ページをお願いいたします。 

  ４目、財産管理費でございます。１１節、需用費、消耗品費、燃料費は、自走式草刈

り機のかえ刃購入費及びその機材の燃料費でございます。 

  修繕料の７５万円は、町有施設の修繕修理費でございます。 

  １２節、役務費、説明欄、下から２つ目の自動車損害保険料、３０８万２,０００円

につきましては、公用車１３２台分でございます。なお、この１３２台の中には消防及

び消防団の車両も含まれております。 

  その下の火災保険料の５０８万２,０００円につきましては、集会所、学校、消防も

含めましての町有建物分でありまして、１７２施設、２７０物件のものでございます。 

  １３節、委託料の説明欄の一番下の町有地維持管理整備業務委託料の８０万円につき

ましては、国の緊急雇用創出事業の交付金を受けまして、町有地の草刈り等を行う費用
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でございます。 

  １４節、使用料及び賃借料の借地料、１３４万５,０００円につきましては、１１施

設の借地料でございまして、主なものは消防本部の隣地、農工センター及び旧国吉小学

校運動場などがございます。 

  ５目、企画費の主なものといたしまして、３３ページ、１３節、委託料の施設管理料

の２,０００万円でございますが、これはかじか荘の指定管理料でございます。 

  次に３４ページをご覧ください。 

  ２２節、補償、補てん及び賠償金の１,０００万円は、紀美野町土地開発公社の損失

補てん金でございまして、販売価格の減額によって生じました損失補てんをお願いする

ものでありまして、昨年度に引き続き計上させていただいております。 

  次に３９ページをご覧ください。 

  １１目、諸費でございます。１２節、役務費で９６万２,０００円の賠償保険料を計

上しておりますが、これは予防接種によるトラブルや個人情報漏えいに伴う補償、身体

賠償、害物賠償等に関します対応費用のための保険料でございます。 

  続きまして、４８ページをお願いいたします。 

  ２款、５項、統計費でございます。１目の説明は省略させていただきまして、２目の

指定統計費、１節、報酬の５３０万８,０００円につきましてご説明申し上げます。こ

れは平成２２年度で実施いたします国勢調査と工業統計調査で、ご協力いただく指導員

や調査員の報酬費用でございます。 

  次に７節、賃金、１３４万２,０００円につきましては、国勢調査に伴います臨時雇

用２名分の賃金でございます。 

  また４９ページ、１１節、需用費の中の消耗品費、４７万９,０００円につきまして

は、これらの統計調査に伴います消耗品購入費用でございます。 

  以上、簡単でございますが、１款、２款の中の企画管財課の関係予算についての説明

とさせていただきます。 

（企画管財課長 牛居秀行君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    総務学事課長、溝上君。 

（総務学事課長 溝上孝和君 登壇） 

○総務学事課長（溝上孝和君）    ４１ページをお願いします。 

  町誌編纂費でございます。１３目、町誌編纂費の３３４万１,０００円です。主なも
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のは７節、賃金と１３節、委託料、執筆や事務の人件費であります。美里町誌の第２巻

目を執筆しています。近世、現代の構成で平成２３年度、来年を目標にして、今年度後

半からまとめに入りたく準備をしております。 

  以上です。 

（総務学事課長 溝上孝和君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    税務課長、山本君。 

（税務課長 山本倉造君 登壇） 

○税務課長（山本倉造君）    ４２ページをご覧ください。 

  税務課からは２款、総務費、２項、徴税費、１目、税務総務費と賦課徴収費について

説明申し上げます。 

  税務総務費は、昨年に比べまして５８８万７,０００円の減でございます。給与で４

３４万７,０００円の減、大きいのはそのぐらいなのですが、賃金が１３４万８,０００

円の増、総額で大きく変わってはないのですが、負担金、補助金及び交付金のところで、

地方税回収機構について、６万９,０００円の減となってございます。 

  もう１つ、過誤納還付金につきましては１１０万円の増でございます。 

  続きまして、賦課徴収費は２,９１８万９,０００円、昨年度に比べまして５２２万４,

０００円の減でございます。一番大きいのは委託料で、４７９万１,０００円減額して

ございます。これにつきましては、昨年度、住民税の年金からの特別徴収システムの改

修として１,２６０万円計上してございましたが、それがなくなりまして、今年につき

ましては国税の連携システム改修ということで、８５６万円を予算化してございます。

その差額で約４７９万１,０００円が減額となってございます。 

  もう一つ、使用料及び賃借料で１４万８,０００円の増、これはエルタックスの部分

が、去年が年度途中の加入であったものが、平成２２年度につきましては１年間という

ことになっているわけであります。 

  以上でございます。 

（税務課長 山本倉造君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    住民課長、中尾君。 

（住民課長 中尾隆司君 登壇） 

○住民課長（中尾隆司君）    ４４ページをお開き願います。 

  ２款、３項、１目、戸籍住民基本台帳費でございます。本年度予算が２,４１２万２,
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０００円で、対前年度比で９３万３,０００円の減であります。その主なものとしては、

職員の人件費の減によるものでございます。 

  また、委託料で６０万８,０００円の増になるのですが、これにつきましては住民情

報マスター更新委託料が必要になったためでございます。 

  以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。 

（住民課長 中尾隆司君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    次に、第３款から第４款について、説明を願います。 

  保健福祉課長、井上君。 

（保健福祉課長 井上 章君 登壇） 

○保健福祉課長（井上 章君）    ４９ページをお願いいたします。 

  ３款、１項、１目、社会福祉総務費では、１億２,２０９万１,０００円の計上でござ

います。職員１２名の人件費と社会福祉協議会、民生児童委員協議会の補助金が主な経

費でございます。 

  ５１ページの下の方、３目、老人福祉費です。１億３９８万７,０００円の計上でご

ざいます。職員４名の人件費をはじめ、敬老会運営費用、高齢者ふれあいハウス事業、

要援護高齢者見守り事業、やすらぎ園負担金、老人保護措置費が主なものでございます。 

  めくっていただきまして、５３ページをお願いします。 

  ４目、障害者福祉費で１億４,３１９万１,０００円の計上でございます。電算システ

ムに要する経費、相談支援事業負担金、介護給付費訓練等給付費、これは地域生活支援

事業費等の扶助費が主なものでございます。 

  もう２枚めくっていただきまして、５６ページの９目、総合福祉センターの管理運営

費で１,４６６万５,０００円の計上です。これは総合福祉センターの維持管理に要する

経費でございます。 

  ５７ページ、１０目、長谷毛原健康センター管理運営費では４１８万３,０００円の

計上です。長谷毛原健康センターの維持管理に要する経費でございます。 

  １枚めくっていただきまして、５８ページの中の１３目、介護保険事業費では１億９,

７５６万４,０００円の計上でございます。介護保険事業特別会計への繰出金でござい

ます。 

  同じく５８ページ、３款、２項、１目、児童福祉総務費では５６６万３,０００円の

計上でございます。職員１名の人件費が主なものでございます。 
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  ５９ページ、２目、児童手当費、７４２万８,０００円の計上です。子ども手当の創

設により大きく減額をしております。今回計上分は、２月、３月分のみと、こういう形

でございます。 

  １枚めくっていただきまして、６１ページ、２項、４目でございます。母子福祉費で

は１２万６,０００円でございます。母子寡婦福祉会補助金が主な経費でございます。 

  ５目、保育所費では１億９,６９８万４,０００円の計上となっております。職員、臨

時職員の人件費等、それから園児１７２名の賄い材料費や保育所の管理運営費、それに

第一保育所に併設する子育て支援センターの運営経費でございます。昨年新築いたしま

した第一保育所の建設経費等の減額によりまして、大きく減額をしているところでござ

います。 

  少しめくっていただきまして、６４ページをお願いいたします。 

  ８目、子ども手当費でございます。９,４９０万円の計上です。新規に中学生まで１

万３,０００円を支給するものでございます。 

  ３款、３項、１目、災害救助費は９万１,０００円の計上、例年と同じ計上となって

おります。 

  ６５ページに入りまして、４款、衛生費に移らせていただきます。 

  １項、１目、保健衛生総務費では３億８,６１３万４,０００円の計上でございます。

職員６名の人件費と海南医師会と契約しております休日在宅当番の負担金、それに交付

税で措置されています野上厚生病院への負担金が主なものでございます。 

  １枚めくっていただきまして６６ページ、２目、予防費については２,０８９万３,０

００円の計上です。各種予防接種に要する医師への報償費、１１節、医薬材料費、それ

にインフルエンザ等の予防接種委託料と新型インフルエンザの助成費が主な経費でござ

います。なお、現在、新型インフルエンザの助成については、国の方針が決定しており

ません。ご理解を賜りたいと存じます。 

  ６７ページの３目、母子衛生費については８７８万１,０００円の計上です。母子保

健に関する各種検診や研修事業に要する経費が主なものでございます。 

  １枚めくっていただきまして、６９ページをお願いします。 

  ５目、成人保健対策費については２,１８１万円の計上でございます。町民の健康保

持のために、７節、賃金、１１節、需用費、１３節、各種検診等の委託料が主な経費で

ございます。 
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  以上、保健福祉課所管の予算説明とさせていただきます。 

（保健福祉課長 井上 章君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    住民課長、中尾君。 

（住民課長 中尾隆司君 登壇） 

○住民課長（中尾隆司君）    それでは５１ページをお願いします。 

  ３款、１項、２目、国民年金事務費でございます。本年度予算額で４５３万９,００

０円で、対前年比で７２０万１,０００円の減額になっております。これにつきまして

は職員の人件費の減であり、平成２１年度当初比較で、２名から１名になったものが主

なものであります。 

  次、５５ページをお願いいたします。 

  ５目、老人医療費、本年度２４万９,０００円ということで、前年度比６万５,０００

円の増になっております。主なものは扶助費の増であります。対象者が１名ふえたため

でございます。 

  ６目、重度心身障害者医療費で１億８３万１,０００円、前年度比で３４６万６,００

０円の減になっております。主なものとしては扶助費の減額であります。これも対象者

の減少によるものでございます。 

  ７目、乳幼児等医療費で本年度は２,２９７万６,０００円、比較で５４６万５,００

０円の増であります。主なものにつきましては制度改正によるもので、電算システムの

改修及び審査支払委託料の増、また対象者の拡大に伴う医療費扶助の増加を見込んでお

ります。 

  次のページをお願いいたします。 

  ８目、ひとり親家庭医療費で、本年度６３５万９,０００円でございます。対前年度

比で１５万円の増ということで、主なものは扶助費の増であります。受給者自体、同じ

程度でありますが、実績から医療費の増を見込むためでございます。 

  次に、５８ページをお願いいたします。 

  １１目、国民健康保険事業費、本年度１億３,５７０万円で、対前年度比で４,９５４

万円の増であります。これにつきましては国民健康保険事業特別会計繰出金でございま

す。 

  １２目、老人保健事業費で２３万５,０００円、対前年度比、３４万８,０００円の減

であります。これにつきましては老人保健から後期高齢者への移行ということで、高額
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医療の最新分、平成２３年３月までということで、本年度で事務処理が終了になるもの

でございます。 

  １４目、後期高齢者医療費で、本年度２億５,０８０万１,０００円ということで、対

前年度比５２４万１,０００円の減であります。これにつきましては広域連合への負担

金と特別会計の繰出金を拠出するものでございます。 

  ６８ページをお願いいたします。 

  ４款、１項、４目、環境衛生費でございます。本年度予算が１億７８７万２,０００

円で、対前年度比で１,４６８万３,０００円の増になっております。主なものとしては

職員の人件費の増と繰出金で美里簡水、野上簡水への繰出金の増によるものでございま

す。 

  次のページをお願いいたします。 

  ６目、公害対策費でございます。本年度５９万１,０００円で、前年度比として２,０

００円の減ということで、主なものは燃料費の減と役務費の水質検査手数料の微量の増

でございます。 

  ７目、診療所費で、本年度２,６９９万５,０００円、前年度比で４３３万２,０００

円の減になっております。これは国民健康保険診療所特別会計繰出金の減によるもので

ございます。 

  次のページへお願いします。 

  ２項、清掃費、１目、清掃総務費で１億５,５０６万２,０００円でございます。前年

度比で２,４６５万５,０００円の増でございます。主なものは、４月１日から新たに設

立されます紀の海広域施設組合運営負担金によるものでございます。 

  ２目、塵芥処理費で１億７,５８８万６,０００円で、対前年度比で５１６万２,００

０円の増になっております。 

  次のページをお願いします。 

  主なものといたしましては、需用費で、前年度比１５３万７,０００円の減になりま

す。消耗品費で２７万３,０００円の減額で、ごみ袋の枚数の減と燃料費で２３万５,０

００円の減、また修繕費の減として９６万１,０００円でございます。 

  委託料では、対前年度比で３,２０４万５,０００円の減額になります。主なものとし

て、ごみの収集委託料で６１７万４,０００円の減、一般ごみ焼却委託料で２,０４０万

円の減額で、これについては前年当初では民間委託での予算化をしていたためでありま
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す。また、粗大ごみ処理委託料で２８９万８,０００円の減額が主なものであります。

それと今回工事請負費で、野上地区塵埃処理場整備工事で２,０００万円と、美里地区

塵埃処理場の整備工事で、１,８７１万７,０００円をお願いするものであります。 

  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。 

（住民課長 中尾隆司君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    総務学事課長、溝上君。 

（総務学事課長 溝上孝和君 登壇） 

○総務学事課長（溝上孝和君）    ５９ページをお願いします。 

  青少年対策費であります。６１ページにかけてであります。多くは青少年の育成活動

や非行防止、町民一斉清掃が主な業務です。内容は児童生徒の登下校時の巡回パトロー

ル、声かけ運動、春・夏のハイキング、夏の子どもを守る運動、社会を明るくする運動

が主なものであります。 

  予算は１,６３３万６,０００円であります。昨年に比べますと２４３万２,０００円

の増でありますが、人員の配置がえによるものであります。職員１名、青少年センター、

町・県指導員１名の人件費と夏まつり等の補助金が主なものであります。 

  ６３ページをお願いいたします。 

  ６目、児童館運営費でございます。この目は、町内５つの児童館の運営費であります。

３人の児童厚生員、５人の児童厚生指導員の報酬と子どもまつりが主なものであります。

料理教室や読書や遊びの広場等の移動児童館を含む事業であります。予算は６２４万２,

０００円であります。 

  続いて次のページ、６４ページですが、７目、学童保育費で４７９万７,０００円で

あります。内容として、町内２つの学童保育所の運営費です。指導員３名の賃金が主な

ものであります。 

  以上、説明といたします。 

（総務学事課長 溝上孝和君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    建設課長、山本君。 

（建設課長 山本広幸君 登壇） 

○建設課長（山本広幸君）    ７３ページをお願いします。 

  ４款、衛生費、２項、清掃費、３目、し尿処理費でございます。本年度予算、２,１

０３万７,０００円の予算をお願いするものでございます。事業内容は、合併浄化槽普
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及のための補助金でございます。前年度と同じ、５人槽で３０基、６～７人槽で１８基、

８～５０人槽で２基、合計５０基を見込んでおります。 

  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。 

（建設課長 山本広幸君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    次に、第５款から第６款について、説明を願います。 

  産業課長、増谷君。 

（産業課長 増谷守哉君 登壇） 

○産業課長（増谷守哉君）    それでは５款、６款の産業課の所管する予算について、

説明をさせていただきます。 

  ７３ページをよろしくお願いします。 

  ５款、１項、１目、農業委員会費、２,１６８万７,０００円でございます。農業委員

会及び農業年金業務に係る経費でございます。職員の給与、委員の報酬、事務に係る必

要経費が主なものでございます。前年度比７９万３,０００円の減額となってございま

すが、これにつきましては、主に一般職員の人件費の減少によるものでございます。 

  ７４ページをお願いいたします。 

  ２目、農業総務費、農業全般に係る経費でございます。内容は職員の給与、事務に係

る必要経費と農業関係団体への負担金、補助金でございます。前年度比１５５万３,０

００円の減額となってございます。これにつきましても、一般職員の人件費の減少に伴

うものが主なものでございます。 

  ７６ページをお願いいたします。 

  本年度、７,３３１万８,０００円となってございます。３目、農業振興費で農業の振

興に関する全般の経費、それからまた、農業の関係団体である加工所の経費、高齢者創

作館、雨山の里公園の管理運営に係る経費、それと中山間地域の直接支払交付金事業に

係る経費が主なものでございます。 

  前年度比較で７３４万７,０００円の増額となってございます。これにつきましては、

委託料におきまして、新規の農作物出荷サポート事業と補助金事業による農業経営支援

事業の増額に伴うものでございます。このほか主な事業といたしまして、中山間地域直

接支払交付金事業として５,３１７万円、農作物鳥獣害防止対策事業といたしまして、

３１６万円を計上させていただいてございます。 

  ８１ページをお願いします。 
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  ５款、２項、１目、林業総務費、５,０１９万８,０００円でございます。林業に関す

る全般に係る経費でございます。林業整備関係、山村振興関係の経費となってございま

す。内容につきましては、職員の給与、各種委託事業、関係団体への負担金、補助金が

主なものでございます。 

  大きなものを説明させていただきたいと思います。委託料で移住交流・田舎暮らし支

援事業で５６５万１,０００円、美しい森林づくり基盤整備事業で４５０万円の事業を

計上させていただいてございます。 

  ８３ページをお願いします。 

  ２目、林道維持費、委託費で、緊急雇用創出事業臨時特別基金による里山環境保全事

業、１７０万円、これのみを計上させていただいております。 

  ８４ページをお願いします。 

  ５款、３項、１目、水産振興費、９８４万円でございます。貴志川漁協に関係する経

費でございます。前年度比較、３９８万８,０００円の増額となってございます。これ

につきましては、平成２１年度にも実施いたしております貴志川環境保全事業の増額を

しているものでございます。 

  ８５ページをお願いします。 

  ６款、１項、１目、商工振興費で、本年度２,３３２万７,０００円でございます。こ

れの主な経費といたしましては、町職員の人件費、商業の関係団体である紀美野町商工

会、紀美野町シルバー人材センターへの団体補助が主な経費となっています。前年度比

５２３万８,０００円の増額となってございますが、これにつきましては主に人件費の

増額に伴うものでございます。 

  このほか、商業事業者個人への直接補助といたしまして、８６ページの上にあります

紀美野町伝統工芸後継者育成支援事業としまして３０万円、小規模事業者経営改善資金

利子補給といたしまして７６万円を計上してございます。 

  その下の２目、観光費、１,３８９万９,０００円でございます。観光施設の維持管理

と観光推進に関する事業の経費でございます。前年度比較３３５万６,０００円の減額

となってございますが、これにつきましては平成２１年度において生石高原のトイレの

改修工事があったためでございます。 

  主要な事業費といたしましては、委託料で施設管理委託料、２４０万円、これは山の

家おいしの指定管理者による委託料でございます。このほか、県立自然公園生石高原す
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すき草原育成保全整備事業として３０６万１,０００円、美しい森林づくり基盤整備事

業として４５０万円、ふれあい公園オープン１０周年記念イベントを開催する経費とい

たしまして、２００万円を計上してございます。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（産業課長 増谷守哉君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    建設課長、山本君。 

（建設課長 山本広幸君 登壇） 

○建設課長（山本広幸君）    ７７ページをお願いします。 

  ５款、４目、耕地総務費です。本年度予算、１億１,７４６万８,０００円を予算計上

しております。主なものは、５人の職員の給料や手当でございます。 

  １ページめくってもらって７８ページをお願いします。 

  １９節、負担金、補助及び交付金としては、主に県営農免（山畑地区）の負担金、５,

７３３万４,０００円で、本年度工事として、３億４,４００万円の工事費を見込んでい

ただいております。 

  続きまして２８節、繰入金、１,７２７万５,０００円ですが、これは農業集落排水事

業特別会計への繰入金でございます。 

  続きまして５目、農道整備事業です。本年度予算、２,５８０万１,０００円を予算計

上しております。主なものは１名の職員の給料、手当等でございます。 

  １５節、工事請負費で段子峰地区農道整備工事として１,９８１万円で、延長１６０

メートルの開設を予定しております。 

  続きまして６目、農業用施設維持費です。本年度予算、８７０万円を予算計上してお

ります。事業内容は、１５節、工事費で、農道や水路、ため池等の補修工事として、５

２０万円をお願いするものでございます。 

  また、７９ページの１６節、原材料支給として、生コンクリート、Ｕ字溝、用水用の

パイプ等の予算、３５０万円を計上しております。 

  続きまして、８０ページをお願いします。 

  ５款、８目、小規模土地改良事業でございます。本年度予算、１,９０３万円を予算

計上しております。事業内容の主なものは、１５節、工事請負費の福田湯水路改修工事、

福田地内で延長１２０メートルの改修と柿ノ戸水路改修工事で、神野市場地内で延長３

００メートルの改修の予算をお願いするものでございます。 
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  ８３ページをお願いします。 

  ５款、２項、２目、林道維持費でございます。本年度予算、４２５万１,０００円を

予算計上しております。事業内容の主なものは、１３節、委託料で雑草等刈り取りにつ

いて、旧野上町管内の林道２路線分の草刈り等で、２３万３,０００円を予算計上して

おります。 

  １５節、工事請負費で維持補修工事や毛原勝谷線路面補修工事に係る１４０万円と、

下の１６節、維持補修材料費として、アスファルトの補修用のレミファルトや冬場の路

面凍結防止材等の原材料費として３０万円をお願いするものでございます。 

  続きまして３目、林道整備事業でございます。本年度予算、５,４９６万７,０００円

を予算計上しております。主な内容です。職員１名の人件費と７節、賃金で、林道の法

面の崩土や側溝の土砂取り除き等に係る予算、２７７万２,０００円と、８４ページの

１５節、工事請負費の林道毛原滝ノ川線開設工事に係る４,６３１万円でございます。

延長３９０メートルの開設を予定しております。 

  以上、簡単ですが、説明といたします。 

（建設課長 山本広幸君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    地籍調査課長、温井君。 

（地籍調査課長 温井秀行君 登壇） 

○地籍調査課長（温井秀行君）    ７９ページをお開き願います。 

  ５款、１項、７目、地籍調査事業の内容でございます。本年度は１億１,９７０万１,

０００円でお願いを申し上げるものでございます。三尾川地区の一部、赤木全域地区を

現地調査いたします。昨年度に比べまして１,３７６万３,０００円の増額でございます。 

  主な内容は、２節、給料、３節、職員手当等、４節、共済費、人件費等の増額と、７

節、賃金、作業員１名６カ月雇用の内容でございます。 

  １ページめくっていただきまして８０ページ、１３節、委託料でございますが、昨年

度地区に比べまして現地調査の地形の状況が若干変化してございますので、歩掛かり等

により設計額が増額となります。１８節、備品購入費等を含めまして、１,３７６万３,

０００円の増額でお願いするものでございます。 

  以上、説明といたします。 

（地籍調査課長 温井秀行君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    次に第７款から第８款について、説明を願います。 
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  建設課長、山本君。 

（建設課長 山本広幸君 登壇） 

○建設課長（山本広幸君）    それでは８７ページをお願いします。 

  ７款、１項、１目、土木総務費です。本年度予算、２,７９８万１,０００円を予算計

上しております。主な内容ですが、２節、給料で職員３名分の人件費でございます。 

  ８８ページをお願いします。 

  １４節、使用料及び賃借料として、道路敷地３路線分の借地料や土木積算システム使

用料等で３２４万３,０００円をお願いするものでございます。 

  ８８ページから８９ページの１９節、各種協議会の分担金・負担金として、１２７万

７,０００円をお願いするものでございます。 

  ８９ページの７款、２項、１目、道路橋梁維持費でございます。本年度予算、２,１

６４万８,０００円を予算計上しております。事業の主なものは、２節、賃金で、町道

の維持管理作業による崩土や側溝の土砂取り除き等に係る費用と、１４節に、それに伴

う重機借上料の４５万８,０００円を予算計上しております。 

  １３節、委託料で、４６１万３,０００円の予算を計上しております。これにつきま

しては町道の草刈り費用や緊急雇用事業として、雨山トンネル入り口付近の桜の木を植

栽した法面の草刈り等の作業により整備を行うものと、橋梁点検調査の委託費をお願い

するものでございます。 

  次に、９０ページをお願いします。 

  １５節、町道補修及び舗装生活関連工事として１,０００万円と、１６節に維持補修

費に必要な生コンクリート・レミファルト、路面凍結防止材等の原材料費として３４１

万４,０００円を予算計上しております。 

  ２目、道路橋梁新設改良費です。本年度予算、３億５,７２８万５,０００円を予算計

上しております。予算の内容ですが、職員４名の給料や諸手当の予算を計上しておりま

す。 

  次に９１ページをお願いします。 

  １３節、委託料、町道６路線の測量設計委託業務や土地建物調査委託に係る９７１万

５,０００円を予算計上しております。 

  １５節、工事請負費については、２億４,４２９万６,０００円を計上しております。

前年度で完成路線もありますが、新たに長谷川や柴目川の改良工事や町道南線改良工事
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を予算計上しております。 

  ９２ページをお願いします。 

  １７節、公有財産購入費ですが、平中通り２号線や神野市場福田線の用地買収費、２

２節で立木・建物の補償費を予算計上しております。 

  続きまして、９３ページをお願いします。 

  ７款、４項、１目、公園費です。本年度予算、４４万７,０００円を予算計上してお

ります。事業内容は、くすのき公園の維持管理です。 

  １２節、役務費で浄化槽法定検査及び清掃手当等で２５万１,０００円、１３節、委

託料で、トイレの清掃管理費で５万５,０００円をお願いするものでございます。 

  ７款、５項、１目、建設残土処理費です。本年度予算、４,９４６万３,０００円を予

算計上しております。事業内容としては、海南市紀美野町内で、主に公共工事の工事か

ら発生する残土を適正に処理し、公共工事の円滑な運営に資することを目的にしており

ます。 

  ９４ページをお願いします。 

  １３節、委託料で、受け入れた建設残土を敷き均しや転圧をしていただく作業委託や

管理等で搬入ダンプ車両の重量の計測や伝票管理、また搬入路の塵埃防止の散水作業等

で１,３３５万１,０００円を計上しております。 

  １５節、工事請負費については３,５００万円を計上しております。これにつきまし

ては、処理場の下流域の河川の改修工事を計画しております。 

  以上、簡単ですが、予算の説明とさせていただきます。 

（建設課長 山本広幸君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    企画管財課長、牛居君。 

（企画管財課長 牛居秀行君 登壇） 

○企画管財課長（牛居秀行君）    ９２ページをご覧ください。 

  ７款、３項、住宅費でございます。１目、住宅管理費の主なものについて説明させて

いただきます。本年度予算、８０７万９,０００円を計上させていただいております。

前年比で３９万７,０００円の増額でございますが、これは１３節、委託料で、消防設

備点検料を、本年度３６万５,０００円計上させていただいていることが主な増額の理

由でございます。 

  １１節、需用費で、説明欄の一番下に修繕費２００万円を計上させていただいており
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ますが、これは町営住宅のドアとか建具などの修繕や雨漏りや、老朽化に伴います周囲

修繕費でございます。 

  ９３ページ、１番上の行に１４節、使用料及び賃借料で、借地料として５５５万２,

０００円計上させていただいております。これは町営住宅が建っております土地の借地

料でございまして、１５団地分でございます。 

  以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。 

（企画管財課長 牛居秀行君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    消防長、七良浴君。 

（消防長 七良浴光君 登壇） 

○消防長（七良浴光君）    それでは９４ページをお開きください。 

  ８款、消防費、１項、１目、常備消防費、前年に比べ、１,５５８万６,０００円減額

の２億７,４３９万５,０００円をお願いするものでございます。主なものにつきまして

は３２名の職員の人件費、旅費等でございます。新たに昨年よりも増減のある部分につ

きまして、ご説明申し上げますと、人件費につきましては１名減となりますので、その

分でございます。 

  また、９節、旅費につきましては、普通旅費が増額となっております。それにつきま

しては署職員の救助技術全国大会が京都府で開催されます。それの審査員として出向く

費用、それと救助技術大会の東近畿支部の審査員として出向く費用が、新たに増額とな

ってございます。 

  １１節、需用費の中で、下から２行目の修繕費、３２３万９,０００円とありますが、

その中に本年新たに平成１７年度で導入しております高機能消防指令センターの指令部

分の無停電電源装置の電池の交換というものが新たに出てきております。 

  ９６ページの１８節、備品購入費でございますが、６０万円の減額となっております。

平成２１年度で相当備品購入を行っておりますので、平成２２年度には最低限度の備品

購入ということで、お願いをしているところでございます。 

  次に負担金、補助及び交付金につきましては、前年度に比べ５２万円の増額となって

おります。特に今回は３０年ぶりに開催される第２３回和歌山県消防ポンプ操法大会が

当紀美野町で開催されます。海南・海草地域で開催ということでございますので、新た

にそれに伴う費用が重なってきているわけでございます。 

  次に２目、非常備消防費でございます。前年に比べ１,１３８万５,０００円増額の６,
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３１５万４,０００円をお願いするものでございます。 

  主なもので８節、報償費が約６００万円増額となってございます。主な内容の中では、

第２３回和歌山県消防ポンプ操法大会に下佐々地区の第１分団が出場されます。その操

法大会の訓練費用が本年新たに７０万円増額されております。また、消防ポンプを積載

した小型動力ポンプの整備費等についても大きく増額をしております。 

  退職報償金につきましても、５００万円の増額ということになってございます。 

  ９８ページの９節、旅費でございますが、本年、平成２２年度は分団長の研修がござ

います。それの旅費として３０万円増額をさせていただいております。 

  １１節、需用費の中の消耗品の中に、先ほども申し上げております消防ポンプ操法大

会に伴う消耗品が１８万６,０００円余り増額ということになってございます。 

  １４節、使用料及び賃借料の中で、自動車借上料につきましても、前段総務課長から

も説明がございました、紀の川水防演習への参加並びに分団長研修への参加ということ

での自動車借上料が、３６万５,０００円増額となってございます。 

  １８節、備品購入費でございますが、これにつきましても、昨年よりも４２０万円余

り増額となってございます。内訳につきましては、小型動力ポンプ積載車１台の３５０

万円、小型動力ポンプ２台、３００万円が主な増額の要因でございます。 

  以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。 

（消防長 七良浴光君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    次に、第９款から最後まで、説明を願います。 

  総務学事課長、溝上君。 

（総務学事課長 溝上孝和君 登壇） 

○総務学事課長（溝上孝和君）    それでは９９ページからよろしくお願いいたしま

す。 

  １目、教育委員会費でございます。教育委員５名の報酬が主なものでございます。費

用は１２９万１,０００円であります。 

  めくっていただきまして２目、事務局費でございます。この目は教育長及び総務学事

課職員の人件費が主なもので、予算は９,２１５万６,０００円であります。昨年に比べ

９２５万２,０００円の増で、職員の配分によるものでございます。 

  次のページ、１０１ページです。 

  ３目、教育諸費でございます。この目は児童生徒や職員の健康医療、スクールバスの
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運行、外国人指導助手の費用、小中学校の共通部分の運営費や負担金等モデル事業や研

究会の補助金、学校教育支援員の費用、特別支援教育の通学費、休校している学校の管

理費が主なもので、予算は４,１９２万３,０００円であります。 

  ずっとめくっていただきまして、１０４ページから１０６ページにかけてであります。 

  ２項、小学校費でございます。１目、学校管理費です。この目は４つの小学校の管理

費です。小学校の児童数は４３０人で、昨年より２２人の減でございます。予算は５,

０４９万８,０００円です。主なものは人件費の需用費でございます。 

  １０６ページ、２目、教育振興費です。この目は児童の就学援助等保護者負担の軽減

や教材の充実を図るものであります。予算は７８９万６,０００円であります。主なも

のは教材用備品補助費でございます。 

  １０６ページ、１０７ページ、１０８ページ、３項、中学校費でございます。 

  １目、学校管理費で、３つの中学校の管理費であります。中学校の生徒数は２３２人

で、昨年より９人の減になっております。予算は２,２４７万１,０００円です。主なも

のは人件費と需用費であります。 

  １０８ページをお願いします。 

  ２款、２目、教育振興費でございます。この目は、生徒の就学援助等の保護者の負担

の軽減や教材の充実を図るものでありまして、予算は５１７万１,０００円であります。

主なものは教材用備品、指導書、教科書等扶助費でございます。 

  ２枚めくっていただきまして、１１２ページです。 

  ５目、文化財の保護費で１６万４,０００円であります。この目は、文化財の審査委

員の報酬と文化財保護の補助金が主なものでございます。 

  以上、簡単でございますが、説明といたします。 

（総務学事課長 溝上孝和君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    生涯学習課長、新田君。 

（生涯学習課長 新田千世君 登壇） 

○生涯学習課長（新田千世君）    それでは１０８ページ、１０９ページをお願いい

たします。 

  まず４項、社会教育費、１目、社会教育総務費ですが、２,８９８万１,０００円をお

願いしております。これは職員４名の人件費が主なものでございます。 

  ２目、生涯学習振興費、１１０ページにかけてです。本年度は４２９万３,０００円
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をお願いしております。これは文化振興に係る活動費等を上げさせていただいておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

  ３目、公民館費、これは１,６６６万３,０００円をお願いしておりますが、中央公民

館、小川・志賀野公民館の管理運営費でございます。主なものといたしましては、電気

料が一番大きいものと思われます。 

  ４目、人権教育費、９５６万６,０００円は職員１名の人件費と、１ページめくって

いただきまして、委託料の人権啓発事業が主なものでございます。 

  ６目、新子どもプラン事業費、８６万６,０００円は、放課後子ども教室、通学合宿

に関する経費になっております。 

  ７目、みさと天文台管理運営費は３,６１０万８,０００円で、職員研究員３名が主な

ものでございます。 

  １３節、１１４ページをお願いいたします。委託料の中に施設管理委託料、星の動物

園整備事業委託料と上げさせていただいておりますが、これは緊急雇用創出事業臨時特

別交付金を充当しております。 

  ８目、セミナーハウス未来塾管理運営費、３２５万円を上げさせていただいておりま

す。主なものは指定管理料の３００万円でございます。 

  ９目、文化センター管理運営費、１,６４６万４,０００円をお願いしております。こ

れは文化センターの管理費でございまして、主なものは電気料と文化振興事業の事業費

でございます。 

  １１６ページをお願いいたします。 

  １０目、真国区民センター管理運営費、１３１万５,０００円をお願いいたします。

これは真国区民センターの管理運営費でございます。 

  １１目、自然体験世代交流センター管理運営費、３７５万４,０００円をお願いして

おります。主なものといたしまして、管理人１名の賃金と電気代でございます。 

  １１８ページをお願いいたします。 

  ５項、保健体育費、１目、保健体育総務費、１,６３８万４,０００円、これは職員２

名の人件費が主なものでございます。１９節に上げておりますふれあいマラソンの開催

が主なものとなっております。 

  ２目、体育施設管理運営費、２,３１９万２,０００円、上げさせていただいておりま

す。これはスポーツ公園、農村センター、武道館、下佐々子ども広場、毛原の里公園、
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上神野公園広場、福井町民運動の管理運営費でございます。 

  １２０ページを見ていただきまして、１８節、備品購入費、２７３万円を計上させて

いただいておりますけれども、これは農村センターの自家発電機を計上させていただい

ております。 

  以上、説明といたします。 

（生涯学習課長 新田千世君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    総務課長、岡君。 

（総務課長 岡 省三君 登壇） 

○総務課長（岡 省三君）    それでは１２１ページをご覧いただきたいと思います。 

  １１款、公債費、元金でございますが、１１億９,５６９万５,０００円を計上させて

いただいております。これは昨年度に比べて６％の減でございます。 

  ２目、利子でございますが、２億２５４万９,０００円の計上をさせていただいてお

ります。これは長期債の利息で２億５４万９,０００円と一時借入金の利子、２００万

円を計上させていただいております。 

  次に諸支出金でございますが、１款、１目、財政調整基金でございますが、２３５万

７,０００円の積立金を計上させていただいております。 

  減債基金費でございますが、これにつきましては３２万４,０００円です。 

  ふるさと創生基金費につきましては、１万円でございます。 

  土地開発基金費につきましては、１６万６,０００円の費用を計上しております。 

  １２２ページにまいりまして、５目、河川浄化推進事業基金費でございますが、２１

万６,０００円の計上でございます。 

  ６目、美里温泉かじか荘基金費ですが、２,０００円の計上です。 

  ７目、水産業振興基金費につきましては、１万円の計上です。 

  ８目、上芝貞雄文化・教育振興基金費につきましては１５万８,０００円の計上です。 

  ９目、地域振興基金費への計上は４６万２,０００円となっております。 

  １０目、地上デジタル放送中継施設基金につきましては、３９万９,０００円でござ

います。 

  １１目、合併振興基金でございますが、１億３,７８８万９,０００円となっておりま

す。これは合併特例金等を積み立てるものでございます。 

  １２目、ふるさとまちづくり応援基金ですが、１０万１,０００円を計上させていた
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だいております。 

  １３款、予備費でございますが、前年度より１,０００万円を計上させていただいて

おります。 

  ７ページに戻っていただきまして、２表の説明をさせていただきます。 

  第２表、地方債でございますが、起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還方法

等を記載させていただいておりますが、一般単独事業債につきましては基金整備事業、

清掃施設整備事業、農業施設整備事業、道路橋梁整備事業でございまして、限度額が２

億６６０万円を限度としております。起債の方法につきましては、普通貸付または証券

発行、それから利率については３.５％以内、償還の方法ですが、政府資金については、

その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定をするものによる。た

だし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、または繰上償還もしくは低

利に借りかえすることができるという状況でございます。 

  辺地対策事業債につきましては、農業施設整備事業、道路橋梁整備事業で１億６,２

５０万円の限度額としております。 

  過疎対策事業債につきましては、道路橋梁整備事業、消防施設整備事業で１億１,２

００万円の限度額としております。 

  臨時財政対策債では３億３,７００万円を限度額としております。これらの起債方法、

利率、償還の方法については上記と同じでございます。 

  以上、説明といたします。 

（総務課長 岡 省三君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    建設課長、山本君。 

（建設課長 山本広幸君 登壇） 

○建設課長（山本広幸君）    １２０ページをお願いします。 

  １０款、災害復旧費、１項、公共土木施設災害復旧費、１目、道路橋梁災害復旧費で

ございますが、これは緊急用のための科目設定の予算を計上させていただいております。

その下の農業用施設災害復旧についても同じでございます。 

  １２１ページの林業施設災害復旧費についても、同じように緊急用に設定をさせてい

ただいております。 

  以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。 

（建設課長 山本広幸君 降壇） 
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○議長（美野勝男君）    以上で説明が終わりましたが、説明漏れ等ございませんか。 

  しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午後 ２時５９分） 

 

 再 開 

○議長（美野勝男君）    休憩前に引き続き会議を再開します。 

（午後 ３時１６分） 

◎日程第３３ 議案第３２号 平成２２年度紀美野町国民健康保険事業特別会計予算につ 

              いて 

◎日程第３４ 議案第３３号 平成２２年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計予 

              算について 

◎日程第３５ 議案第３４号 平成２２年度紀美野町老人保健事業特別会計予算について 

◎日程第３６ 議案第３５号 平成２２年度紀美野町後期高齢者医療特別会計予算につい 

              て 

○議長（美野勝男君）    日程第３３、議案第３２号、平成２２年度紀美野町国民健

康保険事業特別会計予算について、日程第３４、議案第３３号、平成２２年度紀美野町

国民健康保険診療所事業特別会計予算について、日程第３５、議案第３４号、平成２２

年度紀美野町老人保健事業特別会計予算について及び日程第３６、議案第３５号、平成

２２年度紀美野町後期高齢者医療特別会計予算について、一括議題とします。 

  説明を願います。 

  住民課長、中尾君。 

（住民課長 中尾隆司君 登壇） 

○住民課長（中尾隆司君）    それでは１３０ページをお願いいたします。 

  議案第３２号 平成２２年度紀美野町国民健康保険事業特別会計予算 

  平成２２年度紀美野町の国民健康保険事業特別会計の予算は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

   第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１５億１,２２３万円と定める。 

   ２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳出歳 

出予算」による。 
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 （地方債） 

   第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

   （１）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款

内でこれらの経費の各項の間の流用 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １３７ページをお願いします。 

  歳入であります。 

  １款、国民健康保険税、１項、１目、一般被保険者国民健康保険税、本年度予算が２

億３,１６９万１,０００円で、対前年度比で７０６万円の減であります。これにつきま

しては、被保険者数の減と所得等の伸び悩みによる税の減額によるものであります。 

  ２目、退職被保険者等国民健康保険税、３,０３１万７,０００円、前年度比で１８５

万９,０００円の増であります。被保険者数自体はほぼ同じでありますが、課税所得の

増を少し見込んでいるためでございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  ３款、国庫支出金、１項、１目、療養給付費等負担金、２億６,３１８万５,０００円、

前年度比で８２万５,０００円の減であります。これにつきましては、現年度分の減額

によるものでございます。 

  ２目、高額医療費共同事業負担金、１,３１３万７,０００円、前年度比１００万５,

０００円の増で、これにつきましては高額医療費の共同事業の負担金によるものでござ

います。 

  ３目、特定健康診査等負担金、１９４万４,０００円、前年度比で９１万円の減とい

うことで、これにつきましても受診者の人数の負担について、少なく見積もっているた

めでございます。 

  ２項、国庫補助金、１目、財政調整交付金、１億５,５４０万円、前年度比で３９０

万円の減でございます。これは普通調整交付金で１億５,０００万円と、特別調整交付

金で５,４００万円によるものでございます。 

  ２目、介護従事者処遇改善臨時特別交付金、５２万８,０００円ということで、新規

になります。介護従事者の処遇改善臨時特別交付金によるものでございます。 

  次のページをお願いいたします。 
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  ３目、出産育児一時金補助金でございます。本年度、３０万円ということで、これも

新規によるもので、出産一時金の補助金ということでございます。 

  ４款、療養給付費交付金、１項、１目、療養給付費等交付金、８,０８７万９,０００

円で、前年度比で４９０万円の減であります。これにつきましては現年度分で、退職者

医療の対象者の減によるものでございます。 

  ５款、前期高齢者交付金、１項、１目、前期高齢者交付金、３億３,３９１万９,００

０円で、４,０３９万５,０００円の増になっております。これは支払基金より現年度分

の交付金でございます。 

  ６款、県支出金、１項、１目、高額医療費の共同事業費、１,３１３万７,０００円、

前年度比で１００万５,０００円の増、これにつきましても高額医療の共同事業の負担

金であります。 

  ２目、特定健康診査等負担金、１９４万４,０００円、前年度比で９１万円の減とい

うことで、これも検査費用の負担金の減によるものでございます。 

  次のページ、２項、県補助金、１目、県補助金、５,２８４万４,０００円、前年度比

で６４５万６,０００円の減、これにつきましては、財政対策補助金と県の調整交付金

の減によるものでございます。 

  ７款、共同事業交付金、１項、１目、共同事業交付金、１億８,６１２万３,０００円、

前年度比で４９８万８,０００円の増であります。これは共同事業の交付金等の増によ

るものでございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  １０款、繰入金、１項、１目、一般会計繰入金で、本年度１億３,５７０万円、前年

度比較で４,９５４万円の増です。これにつきましては一般会計からの繰入れが９,００

０万円、また、保険基盤安定繰入金が４,５７０万円ということになっております。 

  ２目、財政調整基金繰入金につきましては１,０００万円ということで、前年度比較

２,０００万円の減であります。 

  次のページをお願いいたします。 

  歳出です。 

  １款、総務費、１項、１目、一般管理費、本年度７０３万９,０００円、対前年度比

で４４万５,０００円の減になっております。主なものにつきましては職員手当等で２

５万円の減額と、需用費の消耗品費で１４万１,０００円の減額であります。委託料に
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つきましては、前年とほぼ同額であります。 

  ２項、徴税費、１目、賦課徴収費、２１０万２,０００円、前年度比で１９万６,００

０円の減額であります。主なものについては需用費の印刷製本費で１４万４,０００円

の減額と、電算委託料で１４万４,０００円の減額と、ソフト使用料が新たなものにな

っております。 

  次のページ、２款、保険給付費、１項、１目、療養給付費、８億２,３００万円、前

年度比で３,０００万円の増であります。これは給付費の伸びを見込んでおります。 

  ２目、療養費、２,０９０万円、前年度比で４０万円の増、これにつきましても療養

費の伸びというふうになっております。 

  次のページ、２項、退職被保険者療養諸費、１目、療養給付費、６,９００万円、前

年度比で２００万円の減になっております。これにつきましては、対象者の減によるも

のでございます。 

  ２目、療養費につきましては１５０万円で、前年度比３０万円になっております。 

  ４項、高額療養費、１目、一般被保険者高額療養費、９,８００万円、比較で２,２０

０万円の増になっております。 

  ２目、退職被保険者高額療養費、８８０万円、前年度比較で３０万円の減ということ

で、対象者の減によるものでございます。 

  ３目、一般被保険者高額介護合算療養費で５０万円、前年度比で１００万円の減。 

  ４目、退職被保険者等高額介護合算療養費で２０万円で、３０万円の減になっており

ます。 

  次のページをお願いいたします。 

  ２款、６項、出産育児諸費、１目、出産一時金、６３０万４,０００円、前年度比で

４０万４,０００円の増でございます。これにつきましては１９節、負担金、補助及び

交付金で出産育児一時金、６３０万円ということで、１５件を見込んでおります。 

  次のページをお願いします。 

  ７項、葬祭費、１目、葬祭費、７２万円、前年と同じでございます。 

  ３款、後期高齢者支援金、１項、１目、後期高齢者支援金、１億５,５０９万１,００

０円、前年度比で５１９万７,０００円の減でございます。 

  ４款、前期高齢者納付金、１項、１目、前期高齢者納付金、４２万３,０００円で７

万円の減となっております。 
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  次のページをお願いいたします。 

  ５款、老人保健拠出金、１項、１目、老人保健医療費拠出金、５４万円で、対前年度

比４万２,０００円の減ということで、本年度で事務処理が終わるためでございます。 

  ２目、老人保健事務費拠出金、本年度で１万４,０００円ということで、前年度比較

１５万円の減であります。 

  ６款、介護納付金、１項、１目、介護納付金、６,７５４万５,０００円、前年度比３

３６万９,０００円の増になっております。 

  ７款、共同事業拠出金、１項、１目、高額医療費拠出金、５,２５４万９,０００円、

４０２万円の増ということでなっております。 

  ３目、保険財政共同安定化事業拠出金、１億５,９８４万８,０００円、前年度比で２

９７万６,０００円の増ということで、拠出金を見込んでおります。 

  ８款、保健事業費、１項、１目、特定健康診査等事業費、１,０２１万１,０００円、

比較で７１万５,０００円の増であります。これにつきましては主に職員手当で１２万

円の減額と、役務費で１２万８,０００円の減ということで、また、委託料では７９万

７,０００円の増ということで、８３６万７,０００円となっております。 

  ２項、１目、疾病予防費、８８９万７,０００円で２９万４,０００円の減額となって

おります。 

  次のページをお願いいたします。 

  これにつきましては主に委託料で、３３万円の減ということでございます。 

  ９款、諸支出金、２項、１目、繰出金、５４０万円ということで、比較で１０万円の

増であります。これにつきましては野上厚生病院の保健事業分として４０万円と、ここ

の直営診療所事業運営補助ということで５００万円でございます。 

  続きまして、１５１ページをお願いします。 

  議案第３３号 平成２２年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計予算 

  平成２２年度紀美野町の国民健康保険診療所事業特別会計の予算は次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算） 

   第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１億５８９万５,０００円と定め

る。 

    ２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳
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出予算」による。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １５６ページをお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  １款、診療収入、１目、外来収入、本年度７,３１４万円でございます。前年度比で

４９万２,０００円の減ということで、主なものは診療収入で、平成２１年度の実績に

よりまして、後期高齢者の医療の収入の減を見込んでいるためでございます。 

  ３款、繰入金、１項、１目、一般会計繰入金、２,６９９万５,０００円で４３３万２,

０００円の減であります。これは一般会計からの繰入れでございます。 

  ２目、国民健康保険事業特別会計繰入金、５００万円、これにつきましては調整交付

金の分でございます。 

  １５８ページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

  １款、総務費、１項、１目、一般管理費、６,２４７万８,０００円、前年比較で１１

０万１,０００円の増になっております。主なものは需用費の消耗品で４９万円の増で、

これは各診療所のＡＥＤのバッテリーの交換のためであります。また、役務費で５５万

５,０００円の増につきましては、３診療所の２年に１回の浄化槽の清掃手数料の増に

よるものでございます。 

  １６０ページをお願いします。 

  ２款、医業費、１項、１目、医療用機械機器費でございます。本年度３１７万７,０

００円、前年度比で１８９万５,０００円の減であります。主なものにつきましては使

用料及び賃借料で在宅酸素の借上料で７２万４,０００円の減、また備品購入費で、前

年度につきましては他のものがありましたので、その分の減でございます。 

  ２目、医療用消耗品費、７７万円で５万円の減。 

  ３目、医療品衛生材料費、３,７２０万円で３８０万円の減であります。これにつき

ましては医薬材料費の減によるものでございます。 

  ４目、検査費、１２０万円で１２万円の減で、これは検査手数料の減によるものでご

ざいます。 

  次に１６５ページをお願いいたしたいと思います。 

  議案第３４号 平成２２年度紀美野町老人保健事業特別会計予算 
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  平成２２年度紀美野町の老人保健事業特別会計の予算は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

   第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ５７万６,０００円と定める。 

    ２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １７０ページをお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  １款、１項、支払基金交付金、１目、医療費交付金、本年度１８万６,０００円で、

前年度比１４２万３,０００円の減でございます。 

  ２款、国庫支出金、１項、１目、医療費負担金、１２万４,０００円で９４万９,００

０円の減でございます。 

  ３款、県支出金、１項、１目、医療費負担金、本年度３万円で２３万８,０００円の

減でございます。 

  ４款、繰入金、１項、１目、一般会計繰入金、２３万５,０００円で３４万８,０００

円の減であります。 

  次のページをお願いします。 

  ３の歳出でございます。 

  ２款、医療諸費、１項、１目、医療給付費、１６万２,０００円で２４３万７,０００

円の減でございます。 

  平成２０年度から老人保健医療制度が後期高齢者医療制度に移り、平成１９年度の診

療分の高額医療費の再審査分の事務処理を行うことになっておりますが、今年度で終了

となりますので、そのため、各項目で減額ということになっております。 

  続きまして、１７２ページをお願いいたします。 

  議案第３５号 平成２２年度紀美野町後期高齢者医療特別会計予算 

  平成２２年度紀美野町の後期高齢者医療特別会計の予算は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

   第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ３億５,１２１万９,０００円と定

める。 

    ２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳
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出予算」による。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １７７ページをお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  １款、保険料、１項、１目、後期高齢者医療保険料、本年度で１億２５７万円でござ

います。前年度比で８１５万円の増ということで、これは調定見込みの増によるもので

ございます。 

  ３款、繰入金、１項、１目、一般会計繰入金、２億４,８５４万３,０００円、前年度

比で５０８万８,０００円の減であります。主なものにつきましては保険基盤安定繰入

金で、前年度比で５３０万３,０００円の減額によるものでございます。 

  １７９ページをお願いいたします。 

  歳出、１款、総務費、１項、１目、一般管理費、１,７４６万３,０００円、前年度比

２２万１,０００円の減であります。主なものにつきましては、職員手当等の２９万７,

０００円の減額でございます。 

  ２項、徴収費、１目、徴収費、１３６万円で４万４,０００円の増でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  ２款、後期高齢者医療広域連合納付金、１項、１目、後期高齢者医療広域連合納付金、

３億３,１３４万６,０００円で３２８万９,０００円の増になっております。これは広

域連合の納付金でございます。 

  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。 

（住民課長 中尾隆司君 降壇） 

◎日程第３７ 議案第３６号 平成２２年度紀美野町介護保険事業特別会計予算について 

○議長（美野勝男君）    日程第３７、議案第３６号、平成２２年度紀美野町介護保

険事業特別会計予算について、議題とします。 

  説明を願います。 

  保健福祉課長、井上君。 

（保健福祉課長 井上 章君 登壇） 

○保健福祉課長（井上 章君）    １８５ページをお願いいたします。 

  議案第３６号 平成２２年度紀美野町介護保険事業特別会計予算 

  平成２２年度紀美野町の介護保険事業特別会計の予算は次に定めるところによる。 
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 （歳入歳出予算） 

   第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１４億９,４１８万６,０００円と

定める。 

    ２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

（歳出予算の流用） 

   第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

    （１）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

    （２）各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた

場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １９０ページをお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  １款、１項、１目、第１号被保険者保険料でございます。２億９５６万１,０００円

の計上でございます。介護給付費の２０％に相当するものでございます。 

  ２款、使用料及び手数料は、証明手数料と督促手数料の科目設定でございます。 

  ３款、国庫支出金、１項、１目、介護給付費負担金、２億５,１７６万４,０００円で

ございます。これについては介護給付費の国の負担分でございます。 

  ２項、１目、調整交付金、１億４,０９８万２,０００円については、介護給付費の９.

９％を見込んでおります。 

  ２目、地域支援事業交付金（介護予防事業）では２１６万６,０００円でございます。

介護予防事業の国庫負担分を見込んでおります。 

  ３目、地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）では７２４万１,０００円

でございます。これも包括的支援・任意事業の国庫負担分を見込んでおるところです。 

  １９１ページをお願いします。 

  ４款、支払基金交付金、１目、介護給付費交付金では４億２,７２２万円でございま

す。２号被保険者からの交付金で、介護給付費の３０％分でございます。 

  ２目、地域支援事業支援交付金、２５９万９,０００円は地域支援事業の支払基金負



－８３－ 

担分でございます。 

  ５款、県支出金、１項、１目、介護給付費負担金、２億１,１０５万９,０００円、介

護給付費の県負担分でございます。 

  ２項、１目、地域支援事業交付金（介護予防事業）については１０８万３,０００円

でございます。介護予防の県負担分でございます。 

  ２目、地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）で３６２万円でございます。

これも包括的支援事業の県負担分を見込んでおるところでございます。 

  １９２ページをお願いいたします。 

  ３目、総務費県補助金、２２１万円については、緊急雇用創出事業臨時特別基金の補

助金でございます。 

  ６款、繰入金、１項、一般会計繰入金、１目、介護給付費繰入金では１億７,８００

万８,０００円でございます。一般会計からの介護給付費に相当する繰入れでございま

す。 

  ２目、地域支援事業繰入金（介護予防事業）では１０８万５,０００円、介護予防の

一般会計の繰入分でございます。 

  ３目、地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）ですが、３６２万２,００

０円を見込んでおります。主に職員給与等に当たる繰入れでございます。 

  ４目、事務費繰入金で１,４８４万９,０００円、事務費に当たる一般会計での繰入れ

でございます。 

  ２項、１目、介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金では２７９万２,０００円でご

ざいます。特例基金からの繰入れということでございます。 

  １９３ページをお願いします。 

  ７款、繰越金については科目設定でございます。 

  ８款、諸収入についても科目設定でございます。 

  ２項、雑入、１目、滞納処分費、２目、第三者納付金、３目、返納金についても科目

設定でございます。 

  ４目、雑入、１節、雑入は科目設定、２節、介護予防サービス費収入は介護予防計画

作成報酬でございます。 

  ９款、町債、１項、１目、財政安定化基金貸付金では２,７９８万３,０００円でござ

います。介護給付費と地域支援事業の保険料の不足分を賄うものでございます。 
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  １９４ページをお願いいたします。 

  １０款、財産収入、１項、１目、利子及び配当金は介護従事者処遇改善臨時特例基金

利子でございます。 

  １９５ページ、歳出でございます。 

  １款、１目、一般管理費、８１８万４,０００円の計上でございます。介護予防支援

業務委託料、５９１万８,０００円と電算システム使用料が主な経費でございます。 

  ２項、１目、賦課徴収費では１７６万５,０００円でございます。保険料の賦課徴収

に要する経費でございます。 

  １枚めくっていただきまして、１９６ページをお願いします。 

  １款、３項、１目、介護認定審査会費、４５２万３,０００円でございます。認定審

査会委員の報酬が主な経費でございます。 

  ２目、認定調査等費は８２３万１,０００円でございます。認定調査に要する経費で

主治医の意見書作成経費が主な経費でございます。 

  続いて１９７ページ、４項、１目、地域密着型サービス運営委員会費、３万円でござ

います。委員の報酬でございます。 

  ２款、１目、１項からの各項目につきましては、介護サービス給付に要する経費を各

目ごとに上げさせていただいております。１９７ページから１９８ページ、３目、４目、

５目、６目が給付に要する主な経費でございます。 

  １９８ページの下段ですが、２項、介護予防サービス等諸費の各項目につきましても、

介護予防サービス給付に要する経費でございます。要支援者のサービスに使うものでご

ざいます。 

  １９９ページ、３項、その他諸費、１目、審査支払手数料では１８３万６,０００円

でございます。国保連合会の審査支払手数料でございます。 

  ４項、１目、高額介護サービス費につきましては３,５００万円でございます。それ

ぞれ所得に応じ、利用者分が上限を超えた給付費を負担するものでございます。 

  ２００ページをお願いします。 

  ５項、１目、２目、高額医療合算介護サービス等諸費につきましては、医療と介護の

自己負担分を合算し、その上限を超えたものを負担するものでございます。 

  ６項、１目、２目につきましては、特定入所者の介護サービスに係るもので、所得に

より居住費や食費が減額されますが、その減額分を負担するものでございます。 
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  ３款、地域支援事業、１項、１目、介護予防特定高齢者施策事業費では２０７万２,

０００円でございます。生活機能評価委託料が主なものでございます。 

  ２０１ページ、２目、介護予防一般高齢者施策事業費につきましては６５９万３,０

００円でございます。職員１名分の人件費が主なものでございます。 

  １枚めくっていただきまして２０２ページ、２項、１目、介護予防ケアマネジメント

事業費では、特定高齢者の介護予防プランの作成等の経費でございます。 

  ２目、任意事業費では５４５万３,０００円、介護用品が主なものでございます。 

  ３目、総合相談事業費では５４８万１,０００円、職員１名分の人件費が主な経費で

ございます。 

  ２０３ページ、４目、権利擁護事業費、４７万８,０００円につきましては、成年後

見制度の経費でございます。 

  続いて５目、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費では６６７万３,０００円

でございます。職員１名の人件費と研修に要する経費が主なものでございます。 

  １枚めくっていただきまして２０４ページ、４款、諸支出金、１目、償還金は科目設

定でございます。 

  ２目、保険料還付金につきましては保険料の払戻金でございます。 

  ５款、１項、１目、元金では１,９５６万７,０００円でございます。財政安定化基金

の償還金でございます。 

  ６款、予備費、１００万円を計上させていただいております。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（保健福祉課長 井上 章君 降壇） 

◎日程第３８ 議案第３７号 平成２２年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会 

              計予算について 

○議長（美野勝男君）    日程第３８、議案第３７号、平成２２年度紀美野町のかみ

ふれあい公園運営事業特別会計予算について、議題とします。 

  説明を願います。 

  産業課長、増谷君。 

（産業課長 増谷守哉君 登壇） 

○産業課長（増谷守哉君）    それでは２０９ページをお願いいたします。 

  議案第３７号 平成２２年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計予算 
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  平成２２年度紀美野町ののかみふれあい公園運営事業特別会計の予算は次に定めると

ころによる。 

 （歳入歳出予算） 

   第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ４,２１４万３,０００円と定める。 

    ２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  それでは２１４ページをお願いします。 

  ２、歳入でございます。 

  １款、１項、１目、観光施設等使用料でございます。本年度、２,８０３万６,０００

円を計上させていただいてございます。これにつきましてはオートキャンプ場、パーク

ゴルフ場、バーベキューサイトの有料施設の使用料でございます。 

  ２目、農林業施設使用料、２９４万円の予算を計上させていただいてございます。ふ

れあい館の農林産物等の販売コーナー、食堂コーナーの営業をするに当たっての場所の

テナント料としての使用料でございます。 

  ２款、１項、１目、利子及び配当金、本年度予算、１２万６,０００円でございます。

財政調整基金の預金利子でございます。 

  ３款、１項、１目、財政調整基金繰入金、本年度、９８２万６,０００円でございま

す。財政調整基金からの繰入金でございます。 

  ４款、１項、１目、繰越金、１００万円、平成２１年度の会計からの繰越金でござい

ます。 

  ５款、１項、１目、施設管理受託事業収入、９万５,０００円でございます。県と町

で共有管理してございます上水道の受水槽５０トンの施設に対しまして、県から施設の

管理負担金をいただいてございます。その金額でございます。 

  本年度比較、９５０万９,０００円の減額となってございますが、これにつきまして

は前年度まで県動物愛護センターの施設の清掃等の業務につきましては、地元雇用の創

出を目的として、平成１２年度の開園以来、町が随意契約にて業務を受託してまいりま

した。しかし県の方では平成２２年度以降、入札により業者を決定することとなりまし

た。このため、町が入札に参加できないということから、この業務に関しての受託料の

減額となってございます。 
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  ５款、２項、１目、雑入、１２万円でございます。公衆電話、ごみ袋販売の収入でご

ざいます。 

  ２１６ページをお願いします。 

  ３、歳出でございます。 

  １款、１項、１目、一般管理費、本年度、４,１０１万７,０００円でございます。こ

れはふれあい公園に関する運営管理全般の経費でございます。共済費、賃金については

公園の臨時職員８名に係る経費でございます。需用費、役務費並びに委託料につきまし

ては、公園運営管理上必要な経費でございます。 

  委託料の主なものについて、説明させていただきたいと思います。 

  公園の警備につきましては、従来、有人警備ということで行ってまいりましたが、こ

れを一部機械警備に変更したため、前年度に比べまして２４万８,０００円を減額した

３３１万８,０００円となってございます。 

  施設清掃委託料につきましては、歳入の部でご説明させていただきましたとおり、動

物愛護センターの清掃等業務委託を受託しないために、前年度に比べまして３１４万円

減額した６１０万円となってございます。 

  このほか大きなものとして、パークゴルフ場、芝生広場、オートキャンプ場の芝生管

理委託料として、１,１０８万８,０００円を計上させていただいております。 

  前年度比較、９１６万８,０００円となってございます。これにつきましては前年度

において、町の一般職員１名の給与を特別会計から支出をしてございました。それと県

の委託業務を受けないということから、その減額分、それとふれあい館の農産物販売所

の中の備品施設の購入がございました。その分の減額分でございます。 

  施設清掃管理につきましては、歳入でも説明いたしましたとおり、動物愛護センター

の清掃等の業務を委託しないために、前年度に比べまして減額となってございます。 

  ２１７ページをお願いします。 

  ２款、１項、１目、財政調整基金費、本年度、１２万６,０００円でございます。基

金預金利子を積み立てるものでございます。 

  ３款、１項、１目、予備費、１００万円を計上してございます。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（産業課長 増谷守哉君 降壇） 

◎日程第３９ 議案第３８号 平成２２年度紀美野町農業集落排水事業特別会計予算につ 
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              いて 

○議長（美野勝男君）    日程第３９、議案第３８号、平成２２年度紀美野町農業集

落排水事業特別会計予算について、議題とします。 

  説明を願います。 

  建設課長、山本君。 

（建設課長 山本広幸君 登壇） 

○建設課長（山本広幸君）    それでは２２２ページをお願いします。 

  議案第３８号 平成２２年度紀美野町農業集落排水事業特別会計予算 

  平成２２年度紀美野町の農業集落排水事業特別会計の予算は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

   第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２,６１２万６,０００円と定める。 

    ２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ２２６ページをお願いします。 

  歳入でございます。 

  １款、分担金及び負担金で加入者１件分の分担金、３５万円と、２目、新設工事の負

担金として３０万円を予算計上しております。 

  ２款、使用料及び手数料、１目、農業集落排水処理施設使用料は、２００戸の生活排

水の処理費として８０９万１,０００円を計上しております。 

  ３款、繰入金は、一般会計より１,７２７万５,０００円をお願いしております。 

  ４款、繰越金は前年度よりの繰越金、１０万円を計上しております。 

  次に２２８ページをお願いします。 

  歳出でございます。 

  １款、総務費、１目、一般管理費では、職員１名の人件費と施設管理費として、１１

節、需用費で消耗品、電気、水道料、修繕料等で２３３万５,０００円、１２節、役務

費でし尿汚泥汲取手数料、浄化槽法定検査手数料等で１７９万円、また１３節、委託料

として１６６万２,０００円を予算計上しております。 

  ２２９ページをお願いします。 

  ２款、公債費、１目、元金、２目、利子合わせて１,４１４万５,０００円となってお
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ります。 

  ３款、予備費で３０万円でございます。 

  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。 

（建設課長 山本広幸君 降壇） 

◎日程第４０ 議案第３９号 平成２２年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計予算につ 

              いて 

◎日程第４１ 議案第４０号 平成２２年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計予算につ 

              いて 

◎日程第４２ 議案第４１号 平成２２年度紀美野町上水道事業会計予算について 

○議長（美野勝男君）    日程第４０、議案第３９号、平成２２年度紀美野町野上簡

易水道事業特別会計予算について、日程第４１、議案第４０号、平成２２年度紀美野町

美里簡易水道事業特別会計予算について及び日程第４２、議案第４１号、平成２２年度

紀美野町上水道事業会計予算について、一括議題とします。 

  説明を願います。 

  水道課長、三宅君。 

（水道課長 三宅敏和君 登壇） 

○水道課長（三宅敏和君）    ２３５ページをお開き願います。 

  議案第３９号 平成２２年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計予算 

  平成２２年度紀美野町の野上簡易水道事業特別会計の予算は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

   第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ４,３２６万円と定める。 

    ２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ２４０ページをお願いをいたします。 

  １款、使用料及び手数料、１目、水道使用料については、現年度分が３,８７６万円、

過年度分として５万円を見込んでございます。 

  ２項、１目、給水装置手数料として６,０００円。 

  ２款、分担金及び負担金、１目、給水負担金として１０万５,０００円を見込んでご

ざいます。 
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  ３款、繰入金、１目、一般会計繰入金、２６４万７,０００円でございます。これは

平成１８年度から平成２０年度の３カ年間に実施しました河北志賀野簡易水道統合工事

に伴う起債償還金のうち、交付税措置分でございます。 

  ４款、諸収入、１目、雑入、６万円につきましては、主に水道部品売却代でございま

す。 

  ５款、繰越金につきましては、前年度より５３万２,０００円増額の１６３万２,００

０円を見込んでございます。 

  続きまして２４２ページをお開き願います。 

  歳出でございます。 

  １款、衛生費、１項、簡易水道費、１目、一般管理費でありますが、主なもののみ説

明させていただきます。 

  ２節、給料が２９７万９,０００円となっておりますが、１名分でございます。 

  ３節、職員手当等が１８７万３,０００円、４節、共済費、７２万５,０００円につき

ましては、説明欄に列記のとおりでございます。 

  １１節、需用費、１,１６４万４,０００円とありますが、各水道施設の電気料、１,

１４０万円が主なものでございます。 

  １２節、役務費が１７８万４,０００円となっております。このうち通信運搬費が７

８万９,０００円でありますが、これは河北並びに河南浄水場及び中継所のテレメータ

占用料でございます。賠償保険料、８０万９,０００円につきましては、水道機械損害

補償保険及び水道賠償責任保険でございます。 

  １３節、委託料、４７７万２,０００円でありますが、主なものは水質検査委託料、

１４０万７,０００円及びメーター検針委託料、１２２万４,０００円でございます。 

  １４節、使用料及び賃借料、１７５万７,０００円でありますが、水道施設の借地料、

１４４万５,０００円が主なものでございます。 

  ２７節、公課費、８０万円につきましては、平成２１年度分の消費税納付金でござい

ます。 

  ２目、作業費、３節、職員手当が５０万２,０００円、１１節、需用費が９４５万３,

０００円でありますが、このうち修繕料として８５５万円を計上しておりますが、主な

ものは施設の老朽化に伴いまして漏水修理及び電気機器関係の修理、そして減圧弁関係

等の修理点検を行うものでございます。 
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  １３節、委託料、５０万円につきましては、各水道施設の雑草等刈り取り委託料でご

ざいます。 

  １６節、原材料費、２９万３,０００円でありますが、各種水道機器及び修繕等の材

料費でございます。 

  １８節、備品購入費が１万４,０００円。 

  ２２節、補償、補てん及び賠償金で、漏水等の補償金として５万円を計上してござい

ます。 

  ２款、公債費、１目、元金、２３節、償還金、利子及び割引料で、長期債元金が１０

０万円でございます。 

  同じく２款、公債費、２目、利子で長期債利子が４６０万４,０００円でございます。 

  ３款、予備費として、昨年度と同額の５０万円を計上させていただきました。 

  恐れ入りますが、２５０ページをお願いいたします。 

  議案第４０号 平成２２年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計予算 

  平成２２年度紀美野町の美里簡易水道事業特別会計の予算は次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

   第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１億２,９６４万２,０００円と定

める。 

    ２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  恐れ入りますが、２５５ページをお開き願います。 

  歳入でございます。 

  １款、使用料及び手数料、１目、水道使用料については、現年度分が６,３００万円、

過年度分として１,０００円を見込んでございます。 

  ２項、手数料、１目、給水装置手数料として３万円。 

  ２款、分担金及び負担金、１目、給水負担金として３７万７,０００円を見込んでご

ざいます。 

  ２項、分担金、１目、簡易水道施設整備費分担金、１万円を科目設定いたしました。 

  ３款、繰入金、１目、一般会計繰入金、５,６１９万４,０００円で、昨年度より１,

１４２万７,０００円の増額となってございますが、これは平成１５年度から平成１９
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年度まで、５カ年間で実施いたしました美里統合簡易水道事業における起債償還金の増

額によるものでございます。 

  ４款、諸収入、１目、雑入が１,００２万円でありまして、昨年度よりも３００万円

の増額となっております。主な内容としましては、水道施設き損事故賠償金が２万円、

毛原宮地内の国道３７０号道路改築工事に伴う水道管移設工事補償金、９６０万円及び

同工事に伴う消火栓設置負担金、４０万円でございます。 

  ５款、繰越金は１万円でございます。 

  続きまして、２５７ページをお願いします。 

  歳出でございます。 

  １款、衛生費、１目、一般管理費、１節、給料ですが、一般職２名分、６３２万２,

０００円でございます。 

  ３節、職員手当等、４９１万１,０００円、４節、共済費、１５８万６,０００円につ

きましては、説明欄に列記のとおりでございます。 

  １１節、需用費、８９８万円でありますが、各水道施設の電気料、８６４万円が主な

ものでございます。 

  １２節、役務費が２３３万７,０００円であります。このうち通信運搬費が２０７万

７,０００円となっておりますが、これは主にデジタル回線料並びに各浄水場及び中継

所のテレメータ占用料でございます。 

  次のページをお願いします。 

  １３節、委託料、７８３万２,０００円でありますが、水質検査委託料に２２７万１,

０００円、メーター検針委託料に２１１万７,０００円及び夜間等監視委託料、２７１

万２,０００円が主なものでございます。 

  １４節、使用料及び賃借料、１７１万１,０００円につきましては、主に水道料金シ

ステムのシステムソフト使用料でございます。 

  １９節、負担金、補助及び交付金、１０万円につきましては、海南野上土地改良区へ

の負担金でございます。 

  ２３節、償還金、利子及び割引料につきましては、過誤納還付金として１万円をおか

せていただきました。 

  ２７節、公課費、２１０万９,０００円につきましては、平成２１年度課税期間分の

消費税及び地方消費税の納付税額、２１０万円が主なものでございます。 
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  ２目、作業費、３節、職員手当等に１３万３,０００円となっておりますが、職員の

時間外勤務手当でございます。 

  １１節、需用費が６３４万円でありますが、主なものは修繕料、５００万円でありま

して、漏水修理、メーター器取りかえ並びに各水道施設の維持補修費でございます。 

  １３節、委託料、４５万円につきましては、各水道施設内の雑草等刈り取り委託料で

ございます。 

  １５節、工事請負費、１,０００万円につきましては、先ほど歳入のほうで説明させ

ていただきました毛原宮地内の国道３７０号改良工事に伴う水道管移設補償工事でござ

います。 

  １６節、原材料費、７２万円につきましては、水道メーター器や漏水時に必要な各種

水道管等の材料を購入するものでございます。 

  ２款、公債費、１目、元金、２３節、長期債元金、５,３５９万３,０００円で、昨年

度より１,７３６万９,０００円増額となっておりますが、これは美里簡易水道事業に伴

う起債償還金で、据え置き期間が過ぎたためでございます。 

  ２目、利子、２３節、長期債利子が２,１８８万６,０００円でございます。 

  ３款、予備費が６０万円でございます。 

  ２６５ページをお開き願います。 

   議案第４１号 平成２２年度紀美野町上水道事業会計予算 

 （総則） 

   第１条 平成２２年度紀美野町上水道事業会計の予算は次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

   第２条 業務の予定量は次のとおりとする。 

    （１）給水栓数    ２,６００栓 

    （２）年間給水量   ６８万８,０００㎥ 

    （３）１日平均給水量 １,８８４㎥ 

 （収益的収入及び支出） 

   第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

    収 入 

     第８款 水道事業収益  １億２,０４５万５,０００円 

      第１項 営業収益   １億１,８２２万２,０００円 
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      第２項 営業外収益  ２２３万３,０００円 

    支 出 

     第９款 水道事業費用  １億２,０４５万５,０００円 

      第１項 営業費用   １億８８３万７,０００円 

      第２項 営業外費用  １,０５９万円 

      第４項 予備費    １０２万８,０００円 

（資本的収入及び支出） 

   第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が

資本的支出額に対し不足する額３,０５５万４,０００円は当年度分消費税資

本的収支調整額９５万２,０００円、当年度分損益勘定留保資金２,７４０万

７,０００円及び未処分利益剰余金処分２１９万５,０００円で補てんするも

のとする。）。 

    収 入 

     第１０款 資本的収入  ０円 

    支 出 

     第１１款 資本的支出  ３,０５５万４,０００円 

      第１項 建設改良費  ２,０００万円 

      第２項 企業債償還金 １,０５５万４,０００円 

（一時借入金） 

   第５条 一時借入金の限度額は５，０００万円と定める。 

（議会の議決を経なければ流用することができない経費） 

   第６条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の

議決を経なければならない。 

    （１）職員給与費   ４,２０６万４,０００円 

（利益剰余金の処分） 

   第７条 未処分利益剰余金のうち２１９万５,０００円は次のとおり処分するもの

と定める。 

    （１）建設改良積立金 ２１９万５,０００円 

（たな卸資産購入限度額） 
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   第８条 たな卸資産の購入限度額は３４６万９,０００円と定める。 

                  平成２２年３月５日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ２６９ページをお願いいたします。 

   平成２２年度紀美野町上水道事業会計予算実施計画明細書 

  収益的収入及び支出でございます。 

  まず収入でございますが、８款、水道事業収益が１億２,０４５万５,０００円でござ

います。 

  内訳といたしましては、１項、営業収益、１目、給水収益、１節、水道料金が１億１,

７８５万３,０００円でございます。 

  ２目、受託工事収益、１節、新設工事収益が１,０００円でございます。 

  ３目、その他営業収益、１節、材料売却収益が２３万５,０００円、２節、手数料が

２万３,０００円、３節、他会計負担金が１０万円、４節、雑収益が１万円でございま

す。 

  ２項、営業外収益、１目、受取利息及び配当金、１節、預金利息が４０万円、３目、

雑収益、１節、工事負担金が５２万５,０００円、２節、その他雑収益が１３０万８,０

００円、それぞれの内容につきましては備考欄に列記のとおりでございます。 

  支出でございます。 

  主なもののみ説明させていただきます。 

  ９款、水道事業費用が１億２,０４５万５,０００円でございます。 

  内訳といたしまして、１項、営業費用、１目、原水及び浄水費では３１節、修繕費が

４９万９,０００円でありますが、これはろ過池清掃代やポンプ等の修繕でございます。 

  ３３節、動力費、８４０万円でございますが、取水送水ポンプ動力費と浄水場内の電

気料金でございます。 

  ４１節、委託料、５９万７,０００円でありますが、これは水質検査や検便費用でご

ざいます。 

  次のページをお願いします。 

  ４２節、賃借料が３０１万５,０００円であります。これは浄水場借地料並びに取水

料でございます。 

  ２目、配水及び給水費でありますが、職員２名の給料及び手当、法定福利費等に１,

７４９万１,０００円を計上してございます。 
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  ３１節、修繕費、３２０万円につきましては、漏水修理とメーター器等の修繕費でご

ざいます。 

  ３３節、動力費、１２０万円につきましては、樫河、動木、小畑に設置してますポン

プの電気料でございます。 

  ３５節、材料費、１６２万円につきましては、補修用の材料代でございます。 

  ４１節、委託料、３９４万２,０００円につきましては、検針委託や電気保安管理委

託料等でございます。 

  ４目、業務及び総係費でありますが、職員３名の給料及び手当、法定福利等に２,４

５７万３,０００円を計上してございます。 

  次のページをお願いします。 

  主なものといたしましては、２４節、保険料、１１６万円につきましては、公用車及

び施設保険料でございます。 

  ４１節、委託料、９３１万円につきましては、水道料金徴収委託料及び警備委託料で

ございます。 

  ４２節、賃借料、１６７万１,０００円につきましては複写機及び財務システムリー

ス等の費用でございます。 

  ５目、減価償却費、１節、有形固定資産減価償却費が２,７１０万７,０００円であり

ますが、内訳につきましては備考欄に列記のとおり、建物、構築物、機械及び装備、車

輛運搬具、工具器具及び備品でございます。 

  ６目、資産減耗費、３１万円につきましては、１節、固定資産除却費が３０万円及び

たな卸資産減耗費、１万円でございます。 

  次のページをお願いします。 

  ２項、営業外費用、１目、支払利息、７２９万円につきましては、１節、企業債利息

として長期企業債利息、７１９万円及び２節、借入金利息、１０万円でございます。 

  ３目、雑支出、２節、その他雑支出１２０万円につきましては、消火栓設置替工事３

基分でございます。 

  ４目、消費税につきましては２１０万円でございます。 

  ４項、予備費につきましては１０２万８,０００円をお願いするものでございます。 

  次に、資本的収入及び支出でございます。 

  まず収入でございますが、１０款、資本的収入につきましてはございません。 
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  支出でございますが、１１款、資本的支出、１項、建設改良費が２,０００万円でご

ざいます。内容につきましては備考欄に列記のとおりになりますが、県道奥佐々阪井線

（小畑・動木地内）において、配水管布設工事として２,０００万円で施工するもので

ございます。 

  ２項、企業債償還金につきましては、１,０５５万４,０００円でございます。 

  後のページにつきましては、平成２２年度の資金計画及び平成２１年度の予定損益計

算書、予定貸借対照表及び企業債明細書となっておりますけれども、後ほどご精読いた

だきたいと思います。 

  以上、説明といたします。 

（水道課長 三宅敏和君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 散 会 

○議長（美野勝男君）    本日はこれで散会します。 

（午後 ４時０７分） 


